
六

連
日
単

発
回
目
,

一
E
用
田二
種

郵
便
物
認
可

(
憾
犀

一
囲

「
日
鷺
胃
}

、
殊

輻

載
)

曾 學濟 経學天国帝i都京

・

翻

舗

・
噛
護論叢

行 融 日 一 月 二 年 六:和 昭

払
醐

叢

不
動
産
貸
螢
業

の
地
方
間
課
税

・
:

嫌
味
旅
幕
府
産
物
會
所
設
立
計
書

に
つ
い
て
・

駐
開

皿謝

新

地

租

方

案

を

論

ず

・

・

・
・

・
・
…

蓉

画

り
忙

田
貝

一
}
泥

、

ご

脚

7
メ
一澆

一ノ
、
「ノ
"

壱

」
嫁

し

}

岨
覗

艸
兜

凋
逸
艸
工
業
金

融
磯
騨

ζ
含
。・ま
①q・鼻
翼

■

米

の
銘
柄
別
短
期
清

算
取
引

を
評

す

・
・

雑

録

消
費

組
合

に
よ

る
米

の
配
給

・
・

段
別
割
の
存
在
理
由

…

支
那
経
済
の
衰
退
こ
そ
の
復
興
問
題

:

近
江
日
野
町
志
を
讀
み
て

・

附

録

新
着
外
國
経
濟
雑
誌
主
要
論
題

・
法
學
博
士

神

戸

正

雄

縷
脚
學
博
士

本

庄

榮

治

郎

藩

學
博
士
汐

見

三

郎

・

縄
濟
墨
士

蜷

川

虎

三

経
濟
學
士

楠

見

一

正

纒
濟
墨
士

今

西

庄

次

郎

樫 纒 経 纒

潸 潸 潸 潸

學 學 學 學
士 士 士 士

菅大 安谷

野 上 田 口

和

太 末元 吉

郎 廣 七 彦

本
誌
第
二
十

一
巻
乃
至
第
一二
十
巻
論
題
索
引



.

　獅
逸
中
小
工
業
金
融
機
關
と
し
て
の

輪

回
ロ
鳥
目
uo
財

団
O
o曙
O
ゲ
節
h
一

策
三
十
二
巻

三
五
四

第
二
號

六
八

葺兄

→r→ 一

ジ巳

猫

逸

中

小

工

業

金

融

機

關

こ
し

て

の

旨

費

ω
叶膏

。・9

跳

(上
)

楠

見

正

篇

属

序

冨口

現
今

我
国

に
於

て
は
蕾
卒
債

解
禁

の
影
響

と
世
界
的

不
景
気

の
絵
波

と

の
二
重

の
原
因

に
依

っ
て
、

我
経
濟
界

は
未
曾

有

の
不
況

に
昭
り
、
我
國

産
業

の
不
振

は
益

々
深
刻
を
極

め

つ
ム
あ
る
。

そ
こ
で
之

が
罰
策

の

一
と
し
て
産
業

合
理
化

が
提
唱

せ
ら
る

エ
に
至

っ
た
が
、
更

に
中
小
商

工
業

に

至

っ
て
は
、
其

の
窮
状

は

一
層

甚
だ
し
く
、

そ

の
金
融
難

は
著

し
き
も

の
が
あ
る
。
叢

に
中
小
商

工
業

金
融

問
題
を
惹
起

し
、
朝
野
畢

っ
て
其

の
対

策

に
腐

心

し

つ
玉
あ

る
が
、,
其

の
根
本
的
野
策

と
し

て
は
未

だ

に
何
等

の
妙

案

も
出

で
ざ
る
模
様

で
あ

る
。
然

る
に
現
在
我
國

が
糞

め

つ
エ
あ

る
と

同
棲

の
試

練
は
、
曾

て
欧

洲
大

戦
直
後

に
於

て
猫
逸

が
具

さ
に
経
験

し
た
所

で
あ

っ
て
、

戦
後
蜀
逸

は
経
済
状
態
を

一
愛

し
、
著

し
き
産
業

の
不
振

に
昭
…
つ
た

が
、

そ
の
封
策

と
し
て
起

つ
た
産
業
合

理
化
運

動

が
著

し
き
敷
果

を
齎

し

た

こ
と
は
世
人

の
熟
知

す
る
所

で
あ
る
。

然
る

に
他
方
蜀
逸

に

於

て
も
中
小
工
業

の
金
融
問
題

、

殊

に
長
期
野
物
信
用

の
問
題

は
饒
程

の
難

問
題

で
あ

っ
た

が
、
濁
逸

は
途

に
其

の
根

本
的

解
決
方
法

と
し
甲、
新

な

る
金
融
機

關
を
創
出
す

る

に
至

っ
た
。

ぎ
含
ゆ
鼠
$
。ぎ

津

即

ち
之

で
あ
る
。

濁

逸

に
於

て
は
地
主
金
融
組
合

巨
醤
二
、。野
津

及
市
街

地
金
融
組
合

g。
置
α
肝
oゴ
p
津
な
る
金
融
機

關

が
、
夙

に
蛋
達

し
て
農
村

及
市
街
地

の
不
動
産

金
融

に
貢
献

し

つ

つ
あ

る
事

は
周
知

の
事
實

で
あ
る
が
、H昌
昌
β.
【.剛。
、。ゴ
、津

は
正

に
此

の
地
生
金
融

組
合

の
精
神

に
基

い
て
」
中
小

工
業

の
長
期
不
動
産
金
融

を
自
助
的

に
解
決

せ
ん
と

ナ
る
も

の
で
あ
る
。
此

の
如

く

回目
山
目
切仲,

二
。mθ『
国津

の
名
秘
…及

其

の
業

務
は

H
昌
臣
o}富
津
」及

ω
冨
島
u9
蜀
津

に
倣

っ
て
起

つ
た

も

の
で
あ
る

か
ら
、

私

は
鼓

に

H星
ロ
m
[「冨
いo
}ソ⇔P

を
假

り

に

工
業
金
融
組
合
毒

し
て
置
き
た
い
と
思
ふ
。

甚

に
注
華

べ
き
は
東
京
實
業
馨

聯
合
會
に
依
っ
て
我
國
中
小
工
萎

融
問
題
の
甥
讐

し
て



一
睡

建
議

せ
ら
れ
、

結
局
採
用

せ
ら
る
る
所
と
な
ら
な

か

っ
た
所

の
工
業

金
融

組
合
設
立

案

と
、
蜀
逸

に
行

は
れ

つ
エ
あ

る
工
業

金
融

組
合

と
は
全
く
其

う

の
趣

き
を
異

に
す

る
事

で
あ

ろ
。
蜀
逸

の
工
業

金
融
組
合

の
特
色

と
す

る
所
を
要
約
す

れ
ば
、

一
中
小
工
業

の
自
助
的
金
融
機
闇

に
し
て
受
信
者

の

く

ラ

ラ

連
帯
責

任
を
要

求
す
る

ζ
と
、

二
長
期
借
用

の
供
給

を

な
す

こ
と
、

三
不
動
産
抵
當
信
用
を
與

ふ
る

こ
と
の
三
鮎

に
あ

る
。

く

ぐ

元
來

一
口

に
中
小

工
業

金
融

と
云

は
れ

て
る
る
け
れ
ど
も
、

其

の
短
期
信
用

と
長
期
債

田
川
と

に
於

て
は
、
著

し
く
其

の
趣
き
を
異

に
す

る

の
で
あ

っ
て
、
雨

着

に
謝
す

る
金
融

の
方
法

も
自
ら
異
ら
ざ
る
を
得

な

い
コ

中
小
工
業

の
短

期
信
用

に
於

て
は
、

一
般
庶

民
金
融

の
原
則

に
倣

っ
て
野
人
信

用

も
亦
可
能

で
あ

る
が
、
然

る

に
長
期
信
用

は
其

の
貸
借
期
間

が
長
期

に
亘
る
を

以

て
、

数

人
信
用
た
る
事

は
許

さ
れ
な

い
。
長
期
信
用

は
必
ず
野

物
信

用
た

る
事

を
要

し
、

殊

に
不
動
産
抵
當
信
用

の
廣

く
行

は
る
工
所

に
し
て
、
之

に
謝
す

る
特
殊

の
金
融
襟
開

を
必
要

と
す

る
所
以

で
あ
る
。
蜀

逸

に
於

て
も
中
小

工
業

の
短

期
信
用
機
關

と
し

て
は
、

信
用
銀
行

、
信
用
組
合
及
貯
蓄
銀
行
等

が
存
在

し
、
相
當

の
活
動

を
な
し

て
み
る
が
、
他
方

中
小

工
業

の
長
期
信
用
機
關

と
し

て
は
従
来
不
動

産
抵

當
銀
行

が
葎

在

し
た
け
れ

ど
も
、

不
動
産
抵

當
銀

行
は
中
小

工
業

に
期
す

る
長
期
信

用
機
關

と
し

て
は
其

の
活
動

不
十
分
.た
る
を
免
れ

な
か

っ
た
。

そ

こ
で
此

の

H
乱
口旨

屋

島
駄
門
な
る
薪
金
融
機
關

が
出
現

し
た

の
で
あ

っ
て
、
之

く
隣

つ
で

ロエ
コ　　ロコ

し
コ
コ　ヨレワ
レ

ヒコ　
コ　　コ
　

　リ
コ
し
ユ
も
　たヒ
のオ

ノ
ひ

コ

ト
コ
エヒロユ

し
　

ロ

ヘ
ロ
ロち　コし
し
　ロヒ
　
コし
ひ
テ
ま
　トココ
ニコヨ

し
ロロ
　ロ

ノ
　

コ

ド
　に

嘱

遡
時
尋

ユ
蝶

尻
長
局
"信
拝

に
謬
プ
'に
葉
.南
力
な

塁
巾

て
工
商
ξ
,
咽
瞳

に
於

て
は
ヰ
ガ
ユ
鐸
虚
隅
摺
濯

区
墾

課
オ
相

々
楯
離

せ
ら
れ
"

」
泡

影
ガ
、

コロ
　
ヒ
ご
コ
コニ
エ

ま
ロユ
　

ニ
コ
　
ぎ
コヨ

コ
ロ　ユ
ロ

コ

　
ナき
ロ

ヘ

コ
しヒ

コ
しロ
ニ

し
り

ロぢ
レヨて
すコ
ラ
ウ
コ
ヘ
ヒ
コ　
コ
ササ

レ
コあ
ヨ

ロトロ
　

　
　

し

コ

而
も
唄

¢
匁
測
〃作
旺
μ
と
長
菊
}作
刀

と
を
旧旧
知
づ
と
↓弓
な
く

一
場

に
駆卸
量
亘

る

、
孝
品煽
て
老

て
て

唄
.¢
多

く
は
如
郵
信
犀几
に
一匝
ら

る

エ
も

¢
X
血
…

く

で
あ
る
。

如
斯
我
國

に
於

て
は
中
小

工
業

の
長
期
信
用

は
割
合

に
閑
却

せ
ら
れ

つ
瓦
あ

る
が
、
中
小
工
業

の
根

本
的
螢
展

の
薦

め
に
は

、
是
非
共

.
其

の
経

管
信
用

の
み
な
ら
ず
、
設

備
信
用

の
供

給

が
必
要

で
あ
り
、
相
常
長

期

の
金
融

を
與

ふ
る
必
要

が
あ
ろ

の
で
あ

っ
て
、
之

に
樹

し

て
も
適
堂

な
る
樹
葉

を
講

ぜ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

目

下
我
國

中
小

工
業
金

融
問
題

の
喧

し
い
時

に
當
り
、

蜀
逸

中
小
工
業

の

長
期
信

用
機
關

と

し
て
閏

現

し
た

る

冒
恥
誤
窪
田
o
ぎ
津

の
如
何

な

る
も

の
な
る
か
を
考
察
ナ
る
事

も
、
亦

以

て
他

山

の
石
と
す
る

に
足
る

で
あ
ら
う
。

第

=

濁
逸

中
小

工
業

金
融
問

題

と

冒

昌
昌
。・酔臥
o
ロ
o
『
費
津

の
聚
生

濁
逸

は
大
膿

一
八

四
〇
年
頃
農
業

国

よ
り
工
業
國

に
移

っ
た

の
で
あ

っ
て
、
先

づ
鐵
道

の
敷

設

ご
共

に
各
種

の

工
業

が
勃
興
し

、
工
業

の
技

術
的
登
展
著

し
き
を
加

ふ
る
ビ
共

に
工
業

の
経
管
は
漸

次
大

工
業

ヘ
ビ
推
移

し
た

。

云

ふ
迄

も
な
く
濁
逸

の
銀
行

は
兼
螢

銀
行
主

義
を
則

り
、
之
等

の
新

興
工
業

に
必
要

な

る
資
金
を
供
給

し

、
之

が

蜀
逸
中
小
工
業
金
融
機
關
と
し
て
の
H巳
5
鼠
ouo聞
p津

第
三
十
二
巻

三
五
五

第
二
號

六
九

,



蜀

{逸

中

小

工

　粟

金

融

湘慨
關

と

し

て

の

回
コ
畠
=
u。
三

①
u,
o
げ
p
津

第

一一一
十

二

巻

三

五

六

第

二

號

七

〇

襲

展

を

掩

護

し

て
来

た

の

で

あ

る
が

、

か

く

銀

行

ビ
工

業

ε

の
關
係

密

接

な

る
所

以

は

、
全

く

濁
逸

が
英

図

ご
其

の
事

情

を
異

に
す

る
が
薦

め

で

あ

る
。

常

時

燭

逸

に
於

て
は

資

本

は
過

少

に
し

て
、

人

民

は

勃

興

せ

る
新

企
業

に

直

接

に
關

與
す

る
事

を

恐

れ

、
彼
等

は

低

利
廻

で
も

確
實

な

る

を
国

債

を

購

入

す

る
を
以

て
満

足

し

把

。

叉
當

時

濁

逸

に
於

て
は

個

人

銀
行

家

(空

く
雪
げ
窪

ざ
。
「)
が

相

當

螢

達

し

て

ゐ

元

の

で
あ

る
が

、
彼

等

に
於

て
も

亦

全

く
限

ら

れ

把

る
額

に
於

て

の
み

工

業

に
資

金

を

供
給

す

る
事

を

許

さ

れ

た

に
過

ぎ
な

か

つ
把

。

そ

こ

で
止

む
を

得

す
株

式

組

織

の
銀

行

が

工
業

に
資

金

を

供

給

せ
ざ

る
を

得

な

か

つ
泥

の

で
あ

る
。

濁
逸

最

初

の
投

資

銀

行

(〉
三
9
σq
9

σ
冒
犀
)
は

一
八

五

三

年

に
設

立

さ
れ

賞

る
ダ

川

ム

ス
タ

ッ

ト
商

工

銀

行

(り
δ

初
国
・節

略母

国
魯

α
α

…
乱

国
量

・臥
6

朔=

『
～
喰ヨ
。†2エ
》

尽
=
り
つ
〔

、
」口
)

艮

一丁
干
ハ
ロ可
琶

)

競

皇

)
劉

海
鼠
ρ
一か

ゴ《

ノ
、

箋
幌

一L
芝

之

残

燈

ρL
芝

)
委
転
ご
》

　=

」㌧
9
　戸戸ドし
「9
`
「、

7
1目0
♂
,

7計ア
σ
.虚

4・■
し
嶺

喪

σ
.焦蟹
U渕
〆)
.日θ
弼〃7
テ?
口耳ワ「ーアヒ

劃督
↓型
【
一斗三囲-

編
網
ま
小
一
一』リフ
`
翼写
b「
.
λ
セ

貢

献

す

る
所

が

大

で
あ

っ
π

。

其
後

数

年
間

に
幾

多

の
株

式

銀

行

が
相

次

い
で
設

立

せ
ら

れ

、

工

業

の
登

達

を

助

成

し

た
爲

め

に

、

工
業

の
集
中

運

動

ε
な

り
、
之

に
件

っ
て
銀

行

の
集
中

が
急

速

に
實

現

せ
ら

れ

把

。

而

し

て
銀

行

の
集

中

の
結

果

は
地

方

銀

行

及

個

人

銀

行
家

の

騙
途

、
或

は

吸

収

ε
な

っ
て
現

れ

π

。
資

本

は

亘
大

な

る
集

團

を

な

し

大

部

分

は
大

工
業

に
向

け

ら

れ

、
中

小

工

業

は
漸

次
金

融

難

を

訴

ふ

る

に
至

つ
セ

。

従

来

濁
逸

に
於

て

は
中

小

工

業

は

最

も
優

勢

的

地
位

を

占

め

て

み
た

が

、
大

工

業

、
大

規

模

経

螢

へ
の
運

動

に

趣

迫

せ
ら

れ

、

而

も

大

経

螢

こ
な

る
爲

め

に
は

資

本

を
必

要

ε

し

、
會

肚

組

織

、
殊

に
株

式

組

織

を

採

る

の
必

要

に
迫

ら

れ

セ

が

、
中

小

工
業

は
概

ね

個

人
企

業

に
し

て
會

肚

組

織

に
憂

更

す

る
事

は

頗

る
難

事

で

あ

っ
セ

か
ら

、

中

小
工

業

は

到

底

此

の
時

代

の
要

求

に
適

慮

す

る
事

が
出

来

な

か

っ
た

,

か

く

し

て
濁

逸
中

小

工

業

の
金

融

は
漸

次

困

難

を

加

へ
、

株

に
長

期

不

動
産

抵

當

信

用

の
問

題

に
謝

し

て

は
種

々

の
饗
策

が
講

せ
ら

る

、
至

つ
把

。
先

づ

1)Bosenick,A.
s.8-23;J二 、Neudeudels,O.:schegemischteDasVerhaltni、恕 盤 謡'δ 襯 譜 黙 認
rle,Leipzig1913,2.au臼.S.65_log;Weber,氏.DepositenbankenandSpekula-

heute3.auH.Mihichen71)22.S.59-65;Riesser,Von1848bistionsbanken.

Konzentraヒion.ihre∫ena:gエ2 .S.92一 Σ26;do.,dcutschenGrossbankenund
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即

自
①
・
三

博

士

は

一
九

〇

八

年

九

月

の
中
欧

経

済

同

盟

の
第

二

回

総

會

に
於

て
、

工

業

金
融

の
中

央

機

關

N
。
コ
叶,

「巴
[屋
葺
三

富

ぎ
臼
一。・三
Φ
=
豊

凶
「巴

騨

設

立

の
提

案

を

な

し

、
次

い
で

Q。
。
三
品

博

士

の

工
業

不

動

産

抵

當

銀

行

ぎ

垂

Φ
圃身

℃
。
け翼

・
・ま
翼

9

設

立

案

並

鴇

・・
。
げ
霧

・
ξ

、・
の
中

央

債

券

登

行

機

關

N
①
昌
什機
p
奎

碍
p
ユ
。
づ
6
=
一口
ω
窪
=
け

案

等

が
現
は
れ

・
中
小
工
業

の
長
期

金
融

の
問

題

が
盛

に
諭
せ
ら

る

、
に
至

っ
た
。
殊

に
注

目
す

べ
き
は

一
八
九

八
年

に
設
立

せ
ら
れ
π

ボ

ヘ
ミ
や
工
業

銀
行

国
α
ゴ
巳
ω。冨

H巳
ロ
、[.一.
げ
p
ロ
】.
で
あ

っ
て
、

こ
の
銀
行

は
特

に
工
業

不

動
産
信
用
業

務

に
貢
献

す

る
所
が

あ

っ
セ
。
更

に
墺
太

利

に
於

イ、
は

一
九
〇
五
年
十

二
月

二
十

七

日
の
法
律

に

基

い
て
不
鋤
産

抵
當
證
券

類
似

の
銀
行
債
券
を

蟹
行

し
て
、
工
業
不

動
産

抵
當
貸
付

に
従
事

し
だ
事

も
亦
同
様

に

注

目

に
.慣
す

る
。

他

方
大

工
業

は
漸
次
勢

力
を
増
大

し

て
株
式

或
は
債

券

の
登
行

に
依

っ
て
銀
行
債

務
を
償
還
し

、
大

工
業

の
自

己
資

本
及
長

期
債
券

は
増
大

し

て
、
漸

次
大

工
業
は
銀
行

の
手

か
ら
離

る

㌦
に
至
b

、殊

に
欧
洲
大

戦
璽

及
通
貨
膨

脹

は
工
業

の
銀
行

に
封
ず

る
地
位
を

改
善

せ
し

め
だ
。
即
ち
戦
時
中

工
業

は
戦
時
命
令

に
依

っ
て
大

部
分
国
家

か

ら

金
融

を
與

へ
ら

れ
把
が
、
然

る

に
銀
行

は
国
家

に
依

っ
て
管

理

せ
ら
れ
、
銀
行

ご
工
業

ご
の
間

に
國

家

が
介
在

す

る

に
至

っ
た
。
か
く
し

て
通
貨
膨

脹
時
代

に
は

工
業

は
銀
行

の
勢
力

よ
b
全

く
解
放

せ
ら
れ

、
反
射

に
工
業
資

本

が
銀
行

に
入

り
込

む
程

で
あ

っ
セ
が

、

マ
ル
ク
安

定
ご
共

に
猫
逸

の
経
済
状
態

は
根
本
的

に

一
攣

し

て
し
ま

つ

セ
。
即
ち
私
有

財
産

は
そ
れ

が
物

財
か
ら
構

成

せ
ら
れ

て
み

る
限

り
、
大
部

分
は
消
滅

に
騙

し

、
工
業
は
著
し
き

金
融
讐

襲
は
れ
、
銀
行
は
工
業
に
封
ず
る
昔
の
勢
力
を

票

に
回
復
す
る
に
至
つ
だ
。
濁
逸
の
金
融
市
場
は
完

全

に
破

壊

せ

ら

れ

、
工

業

は

合

理
化

運

動

に
必
要

な

る
資

金

は

凡

て

外
囲

資

金

の
供

給

に
俟

つ
の
外

な

か

つ
陀

。

蜀
逸
中
小
工
業
金
融
機
關
と
し
て
の

ぎ
二
塁
鼠
奮
o冨
⇒

第
三
十
二
巻

三
五
七

第
二
號

七

一

・)瀦黙 努惣 ・躍 ボn謹r黙 麟e盤 ,1鵯 碁z。器 ・畿
kleinereIndustrie.RobtockIg2g.S,22-37,



濁
逸
中
小
工
業
金
融
機
關
と
し
て
の

ぎ
白
話
け「剛窃
。ゴ
鑑
ρ

第
三
十
二
巻

三
五
八

第
二
號

七
二

そ

こ
で
銀
行

は
再

び
工
業

に
謝
す

る
主

要

な

る
資

金
供
給
者

こ
な

る
に
至

っ
た

が
、
幾

許
も
な

く
、
濁
逸

の
大
工

業

は
外
因

金
融
市
場

に
於

て
信
用
を
増
し

、
外
因

に
於

て
自

ら
互
額

の
債
券

を
登
行
す

る
を
得

る
に

至

っ
た
か
ら
、

今

や
大

工
業

は
戦
前

ε
同
様

に
自
給

の
傾

向
を
完
成
す

る
に
至

つ
払
。

然

る

に
中

小
工
業

に
於

て
は
其
金
融

難

は
戦
後

益

々
重
き
を
加

へ
て
來

た
。
即

ち
大

銀
行

は
最

早
中

小
工
業
金

融

に
封

し
て
何
等

の
關
心
を

有
せ
な

く
な
り
、
他
方
中

小
工
業
金
融

に
幾
分

の
關

心

ご
鈴
裕

ご
を
有
し

て
ゐ
セ
地

方

銀
行

及
個
人
銀
行
家

は
大

銀
行

に
合
併

せ
ら

れ
、
而

も
残

さ
れ
た
も

の
も
今

や
中

小
工
業

に
信
用
を
與

ふ
る

に

際

し

て
、
十
分

な

る
注
意

を
な
し

、
控

へ
目

に
す

る
様

に
な

っ
て
來
た

・
而

も
中

小
工
業
自

ら
債
券
を
登
行
す

る

と
し

て
も
、
亘
額

登
行

の
優
勢

な

る
セ

め
に
漸
次

困
難

ご
な

っ
て
来
た

。
い
く
し

て
載
表
戸

卜
」
監

D
葦

養
壽
匪

コ

　

ロロ　コニ

フ
ノ

コ

ロ
を
む

じ

ノ
　
二
二ノ
こ
コう
く
ニおニロ
ヨ
コ

は
次
第

に
増
加

す

る
に
反
し

て
其

の
供
給

は
常

に
人

な

る
不
足
を
訴

へ
ざ

る
を
得
な

か

っ
た
。
尤

も
同

じ
中

小
工

業

金
融

に
於

て
も
、
短
期

資
金

に
於

て
は
貯
蓄

銀
行
及
信
用
組
合

が
相
當

の
活

躍
を
な
し

、
比
較

的
容
易

に
充

足

せ

ら

れ
得

る
が
、
長
期
資

金

に
於

て
は
不

動
産

抵
當
銀
行

が
存
在
す

る
も
、
不
動
産
抵
當
銀
行

は
農
業

余
融

に
專
ら
其

の
力

を

傾
注

し
、
工
業

上

の
長
期

金
融

に
労
し

て
は
遺
憾

の
黙

が
尠

く
な

か

つ
把
。
か
く

の
如

く
中

小
工
業

の
長
期

金
融

に
射
し

て
は
適

當
な

る
金
融
機
關

が
存
在

し
な

か

っ
た

か
ら

、
其

の
金
融
難

は
戦
前

に
も
増
し

て
著

し
く

、

益

々
重
大
問

題

こ
な

っ
て
來

だ
。
乍
併

當
時

の
濁
逸

の
状
態

に
於

て
は

、
結
局
中

小
工
業

は
自
己

の
力

に
依

っ
て

其

の
方
法
を
講

せ
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
。
即

ち
彼
等

は
今

や
農

民
階
級

ご
同
様

に
所
有
不
動
産

の
櫓

保

に
最
後

の

望

み
を
か
け
、
自
助

的

に
金
融

を

つ
け

る
外

は
何

等

の
手
段

が
残

さ
れ

て
み
な

か

っ
た
。

か

、
る
要

求

に
癒

じ

て

生

れ
出

で
た

る
も

の
が
即
ち

ぎ
身
ω
鼠
Φ
ω∩}固p
津

で
あ

っ
て
、
其

の
先
駆
者

は

目
p
ロ
紆
9
鉢

及

Q。
訂
祭
ωn
訂
津

で
あ

3)P飢zner,J・DeutschbandsAuslandsanleihe】1.一Ber]in1924・s・56-88・



つ
だ
。
而

も
弦

に
最

も
注

目
す

べ
き
は
工
業
金
融
組
合

の
観
念

に
は
殆

ん
ご
何
等

の
歴
史
な
く

、
見

そ
れ
が
通
貨

の

安
定
後
第

一
年

に
於

て
突
如

こ
し

て
出

現
し
把

ピ

い
ふ
事

で
あ

る
。
(註
一
)

(
註

陶
)

蜀
逸
に
於
け
る
工
業
と
銀
行
と
の
關
係
及
中
小
工
業
金
融
問
題
と
其

の
対
策

に
閲
す
る
詳
論
は
別
の
機
會
に
譲
り
た
い
。

第

三

同
昌
q
自
警
鼠
o
ロ
o
げ
9。
津

の
概

A芯

の

一
昌
島
口
mρ「}。
・。。【μp障

に
謝

し

て
は
種

々
な
る
定
義

が
與

へ
ら
れ

て
る
る
。
先

づ
プ

ラ
イ

ス
の
僻
典

に
依

れ
ば
、
「
共
同
保
護

に
基

い
て
工
業
家

に
金
融

を
與

ふ

る

圓
…艦

叉
は
機
關

に
し
て
、

か

エ
る

名
稻
及
㎜茱
務

は
地
主
金
融
組
合

に

倣

っ
た
も

の
で
あ
る
。
」

と
蓮

べ
、

ヌ

}罫
目島
≦
α
詠
9
ぴ
ロoげ

O
窪

ω

密

=
ぎ

ρ
婁

・
に
依
れ

ば
、
「
工
業

金
融

組
合

は
猫

逸
工
業

の
金
融
難
を
緩

和

せ
ん

が
爲

め
に
、
先
づ

一
九

二
四
年
末

に
公

に
提
議

し
、

地

主
金
融
組

A
口
及
由巾
街
地

盛
塩
融
…組
合

に
倣

っ
て
旭

つ
た
も

の
で
あ

っ
て
、

そ
の
工
業

上

の
蹴判
物
信
用
を
調
達
せ
ん

と
ナ
る
も

の
で
あ
る
。
工
業
金
融
川粗
▲甘
は
加

入

工
皿粟
の
連
帯
膏
一任

に
基

い
て
抵

當
證
券

を
登
行

し
、

そ
れ
を
噛劉
剥

し
て
騒
[内

務

に
叉
外
…幽
に
於

て
長
期
資
金
を
調
～達
す
る

の
で
あ
雑
。
…
…

・
.』

と

…

」

-

)

i

一

欄一

'

:
」

p
物
一
'
一

;
.

`

=

一
・

遡

べ

て
る
る

、
債

ヌ
虫
臼
-
官
話
島

σ臼
σq

に
儲
れ

ば
、
『
不
副
産
抵
當
銀

行
法
規

に
基

か
ざ
る
私

の
金
副
…機
關

で
あ

っ
て
、

其

の
任
務

は
専

ら

受
信
者

の
有
限
的

連
帯
責
任

の
下

に
不
動
産

の
第

】
抵

當

に
基

い
て
、

中
小
工
業

に
長
期
濟
崩

の
方
法

で
與

ふ
る
信
用

の
資
金

調
達

、
貸
付

及
管
理

を
行

ふ

の

に
在

る
』
と
論
じ
、
更

に

U
乱
言
謁

博

士

に
依

れ
ば
、
『
通
常
公
共
的
團
禮
よ

り

の
援

助

の
下
に
、
圭

と
し
て
工
業
自
ら

の
力

で
、
多
少

と
も

工
業

上

の
設
備
金
融
を

つ
け
ん

と
す
る
目
的

の
爲

に
、
作

ら
れ
た

る
特
殊
機
關

を
総
括

し

て

ぎ
含

ψp「M霧
島

p陣

と
構

し
、
そ

の
機

構

に
於

て
は
全
く
種

々
の

形
態
を
有

し

て
み
る
が
、
之
等

の
機
關

は
共
同
的

の
も

の
で
あ

っ
て
、

・「、
の
與

へ
ら

れ
た
る
貸

付
は
受

信
者

の
有
限
的
共
同
責

任

に
依

っ
て
第

二
次

的

に
保
誼

せ
ら
れ
、
更

に

一
定

の
監

督
槽

を
有
す
る
各

種

の
地

方
的
團
髄

或

は
國

家
的
圃

艦

の
公
法
的

保
護
を
有

し
て
み
る
。

而

し
て
信
用

の
厚

い

も

の
に
於

て
は
工
業
上

の
信
用
需
要

に
封

ず
る
勘

な
か
ら
ざ
る
額

が
、

国
内
及
外
國

に
於

て
調
達

せ
ら
れ
る
事

も
可
能

で
あ

る
』
。

と
論

ぜ
ら

れ

て

る
る
(
註

二
)

ぎ
α
⊆
ω三
ぷ
9
聾

に
謝
し

て
は

か
く

の
如
く

種

々
な

る
定
義

が
與

へ
ら
れ

て
る

る
け
れ
こ
も
、

そ
の
中

に
は
工

業

金
融

組

合

ざ
し

て
は
絶
対
的
特

色

の
み
な
ら
す

、
附
随

的

の
第

二
次
的
特
色

を
も
定
義

こ
し

て
掲
げ

た
も
の
も

助

あ

る

の

で

あ

っ
て

、
之

に
濁

し

て

雪
ぎ
曾

雲

博

士

は
次

の
如

き
定

義

を
掲

げ

て

み

る
。
『
我

々

が

ぎ
曾

ω三
Φ
ω∩
冨

需

掲
逸
中
小
工
い栗
金
融
機
關

と
し
て
の
同
旨
島
E

P
「
凹
0
い
0
7
P
津

第
三
十
二
巷

三
五
九

第

二
號

七
三

4)

5)
6)

7)

Radzibor,W,von,Dasproblemdesユangfrist.igenlireditsfurdiemittelere

andkleiロereIndustrie.Rostock1929・S・7・ 一37;
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濁

逸
中
小
工
業
金
融
機
關

と
し
て

の

冒コ
価
二
降
臨
窃
。プ
9
「け

第

三
十
二
巷

三
六
〇

第

二
號

七
四

の
下

に
理
解

す

る
所

の
も

の
は
、

一
定

の
大

さ
の
経
済
及
或
種

の
経
済

部
門
、
主

ざ
し
て
工
業

(ぎ
自
F翼
「凶↓
、
或
場

合

に
於

て
は
商
業

及
手
工
業

(=
彗
号
=

弓
山
O
φ
≦
興
σ
。
)
(註
三
)
に
饗
し

て
、

受
信
者

の
有
限
連
帯
責
任

に
依

っ

て

、
長
期

掛
物

信
用

を
供
給
す

る
を

唯

一
の
目
的

ご
す

る
公
法
的
或

は
私
法

的
性
質

の
機
關

で
あ

る
。
』
ε
。
實
際

ぎ
9
㎝
巳
2
9
鉢

の
定
義

は
法
律
的

の
も

の
で
は
な

く
、

少

く
こ
も

H』
a
・。9
葺

及

し∩
叶巴
〔・・駐
鉢

の
如

き
意
味

に
於

て
は
法
律

的
で
は
な

く
、
寧

ろ
全

く
純
然

た

る
経
濟
的

の
も
の

で
あ

っ
て
、
現

存
の
機
關

の
真

髓
的
現
象

に

依

っ
て
定
義

せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
而

し

て

ぎ
二
二
畢
圃。
ω島
p津

の
特

徴

に
關
し

て
は
三

の
範
疇

に
分

っ
て
考

ふ

る
事
が
豪

%

笙

は
鶉

的
條
警

固:

.
θ曇

餐

ぎ

一

.雪
曇

で
あ
っ
三

王
萎

融
組
合
概

念

の
構
成
要
素

を
な

す

滑、
き
車

賃
を
指

す

の
で
あ
る
。
此

の
條
件

に
凡
ゆ
る
工
業

金
融

組
合

が
必
守
有
す

べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
之
を

缺
如
す

る
に
於

て
は
最
早

そ
れ
は
工
業
金
融

組

合

ご
は
稽
し
得

な

い
も

の
で
あ
る
。
第

二
は

典
型
的
特
色

臼
Φ
叶嵩

一。。畠
窪

固
σq
①
}

Φ
ぎ

口
で
あ

っ
て
、
現
存
し
活

動
し

つ
、
あ

る
工
業
金
融

組
合

に
共
通

し

て

存
在

す

る
も

の

で
あ

る
が
、
然

し
工
業
金
融

組
合
概
念

の
必
要
不

可
敏

な

る
規
範

で
は
な

い
。
從

っ
て
工
業
金
融

組

合

の
定

義

の
要

素

ご
は
な
ら
な

い
所

の
特

徴

で
あ

る
。
第
三

は
個

別
的
特
色

血
一。
一二
臼
≦
α
器
一一¢
挿
国
一σq
。
口
冨

凶6
7

。
匹
2

匹
δ

固
αq
①
喜

簿
Φ
p
。
口
器

二
、。
器
コ
ω塞
け。。9
虹
色
2
号

犀

鳥
・
二
三

西

で
あ

っ
て
℃

工
業

金
融
組
合

ご
常

に
密

接

な

る
關
係

を
有

し
て
み

る
が
、
然

し
各
概
観

に
於

て
は
夫

々
異

っ
た
形
式

に
於

て
現

は
れ

る
所

の
特

徴

で
あ

る
。

從

っ
て
工
業

金
融

組
合

の
概

念
構
成

に
は
本
質
的
意
義

を
有

せ
ざ

る
特

色

で
あ

る
。

■

　一
絶
対

的
條
件

工
業

金
融
組

合
の
要

素

こ
し

て
は

次
の
四

つ
の
特
徴
を
求

め
る

事

が
出
来

る
。

即

ち
、

工

く

業

金
融
組
合

的
機
關

の
目
的

、
経
濟

の
大

き

さ
、
経
済

部
門

の
限
界

、
及
受

信
者

の
有

限
的
連
帯

責
任
之

で
あ

る

Mittel・andKleinindしlstrie・Berlin.x926・S.50-54;Lindner,K・,DieReall(redit-

versorgungdermi瞭renandkleinenIndustInay,hdGτWahrungscrncucτung.

∫ena1929.S。23.

8)Dユ1berg.RりDerindustrielleRealkrediヒinDeL!ヒF℃h]andseiヒ1914.(∫ahrbuch

furBodenkredithrsg・vonF.SchulteeBd一 ・ エ928)・S・173-174・

0,9)Lindner,K,a・a・S・17
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ぎ
含

m窪
窪
9
葺

の
臥
臨
は
專

ら
長
期
嬲
物

信
用

の
供
給

を
な
す
事

に
在

る
。
弦

に
『
供
給
』

<
。
.。。。
脱σq
ピ一貫
σq
ε
云

ふ

言
葉

は
固
有

の
受
信

者

に
至

る
迄

の
資

金
調
達

の
豫
備

行
爲

、
資
金
借

入
及
交
付
等

に
關

す

る
凡
ゆ

る
必
要
行
爲

を
包

含
す

る
の
で

あ

っ
て
、
『
專

ら
」
ご

い
ふ
語

も
亦
勘
な

か
ら
ざ

る
意
味

を
有
し

て
み

る
。
即

ち
工
業
金
融
組
合

は
軍

に
甥
物

信
用
供
給

に
の
み
従

事
す

る
も

の
で
あ

っ
て
、
ピ
雪
牙
・冨

爵
窪
・。
暮
.、
一。
〉
・1

0
・
の
工
業
債
券

に
關

係
を
有
す
亀

　

喜

彗

号
・琶

§

の
活
動
の
如
き
は
、
工
萎

融
組
合
の
霞

形
警

看
做
す
を
得
な
い

ε

い
ふ
事

を
意
味

す

る
。
次

に

『
封
物

信
用
』

因
・
巴
ξ
。
鼻

ご
云

ふ
の
は
、
姦

で
は
輩

に
不

動
産

抵
當
信
用

の
み

を
意
味

し

、
動
産

確
保
信
用

を
包
含
し
な

い
の
で
あ

る
(註
四
)
。

術

『
長

期
』

一節
昌
びq
ま
、一蒔

ざ
は
濁
逸

で
は
或
は

三

ケ
月
以
上

の
期

間

の
も

の
こ
解

せ
ら

る

重

も
あ

る
が
、
華

は
少
を

も
数
年
以

上
の
も
の
を
意
味

す

る
の

で
あ
る
。

如
斯
工
業
金
融
組
合
は
專
ら
長
期
劉
物
信
用
の
供
給
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
然
し
凡
ゆ
る
人
に
劃
す
る
劉
物
情

も

ヘ

ヘ

へ

も

へ

も

も

ロ

ヘ

へ

も

ぬ

も

へ

も

へ

用
機
關

で
は
な
く

、
其
活

動
は

一
定

の
大

き

さ
の
経
濟

及

一
定

の
経
済
分
科

に
限
ら

れ
て
み
る
。
即
ち
一富
盛
、
。・酔.一.
,

。。島

弾

は
中

小
工
業

、
商

業
及
手

工
業

に
罰
す

る
長
期
嬲
物

信
用
機
關

で
あ

っ
て
、
後

述
す

る
が
如
く

現
在
の
工

業

金
融

組
合

に
於

て
明

か
に
看
取
し
得

る
所

で
あ

る
。
而

し
て
弦

に
問

題

こ
な

る
の
は
『
中

小
工
業

』
の
範

園

で
あ

っ
て
、

小
工
業

芝
手

工
業

こ
の
限
界

は
頗

る
困
難
な

る
所

で
あ

る
が
、
然

し
之
等

の
二
部
門

は
共

に
工
業
金
融
組

合

の
活

動
範
圃

に
包

ま
れ

て
る

る
か
ら

、
荘

で
は
大

し
た
問
題

で
は
な

い
。
然

し
大
工
業

ざ
中

小

工
業

こ
の
限
界

は
此

の
定
義

に
於
け

る
難
鮎

で
あ

っ
て
、之

が
決
定

に
就

い
て
は

種

々
な

る

標
準
及
方

法

が
用

ひ
ら
れ
て

る
る
が

(註
五
)
、
大

工
業

ご
中

小
工
業

こ
の
限
界

が
金
融
問
題

に
關
聯

を
有
す

る
限

り

に
於

て
は
、
實
際

の
貸

付
金
額
を
標

濁
逸
中
小
工
業
金
融
機
關
と
し
て
の

【巳
器
三
窃
oゴ
"
障

第
三
十
二
倦

三
六

一

第
二
號

七
五

10)L三ndner,a・a。0・S・17-24・



蜀
逸
中
小
工
業
金
融
機
關
と
し
て
の
自
民
⊆降
「剛08
宮
津

.

.
第
三
十
二
巻

三
六
二

第
二
號

七
六

準
.ε
す

る
よ
り
外

に
は
何
等

の
實

盆

が
な

い
。
從

っ
て
此

の
場

合

に
於

て
も
貸

付
最

高
限
度

の
決
定

に
依

っ
て
、

工
業

金
融

組

合

の
活

動
範
園
を

定

め
る
よ
り
外

に
は
何
等

の
方
法

が
残

さ
れ

て
み
な

い
。
工
業
金
融

組
合

に
於

て

は
貸
付

の
最
高
限
度

は
法
律

上

の
規
定
及

定
款

に
は
明
記

せ
ら

れ

て
み
な

い
が
、
實

際

上

に
於

て
は

一
定

の
最
高

限
度

を
超

過
し
得

な

い
ご

い
ふ
慣

習
が
行

は
れ
て
る

る
。

'

前
述

の
如

く
工
業

金
融
組
合

は
地
主
金
融

組
合
及
市
街
地

金
融
組

合
を
手

本

ご
し

て
起

つ
把
も

の
で
あ

る
か
ら

工
業

金
融
組

合

の
定
義

の
中

に
も

、
H・H含

・・巳
Φ。・9
暮

ご

い
ふ
名

稠
か
ら
起

っ
て
來

る

ピ
田
鼠
ω∩訂
蹄

ど
の
類
似
を

い

へ

も

へ

表

は

さ
ね
ば
な
ら

痴
が
,
そ
れ

は
蓮
精

責
任

に
求

め
る
事

が
出
来

る
。
連
詩

責
田

。。
。
罫

「藝

二
{

よ
見

字
し
舌

コ
コ

　コ

ノ

　

を

ヨ

ゴ
ロイ

マ
と

動
し

つ
、
あ

〃ね
工
業

金
融
組

合

に
於

て
は
、
假
合
其

の
形

が
憂

っ
て
み

る
ご
し

て
も
、

凡
て
の
も

の

に
見
出
す
事

が
出
来

る
。
此

の
信
用
關
係
者

の
共
同
責

任
負
搬

を

工
業

金
融

組
合

の
絶
対

的
特
色

と
看
做

さ
な

い
な
ら

ば
・
既

に
戦
前

に
於

て
推
賞

せ
ら
れ
た

工
業

金
融

に
撤
す

る
中

央
機
關

を

も
工
業

金
融
組
合

ご
し

て
取
扱

は
ね
ば
な

ら
函

事

に
な

る
。
實
際

連
帯

責
任
は
後
述
す

る
如

く
凡
て

の
工
業
金

融
組
合

に
於

て
之
を
見
出

し
得

る
の
で
あ

っ
て
、

而

も
工
業

金
融
組

合

に
於

け

る
連
帯

責
任

は
概

ね
機
關

よ
b
貸

付
を

受
け
だ

る
者

、
即
ち
受
信
者

に
依

っ
て
負
指

せ
ら

れ
、

一
定

の
限
度

に
於

て
な

さ
れ

て
る

る
。
即

ち

工
業

金
融
組

合

に
於

て
は
受
信

者

の
有
限
的
連
帯

責
任
を

求

め
る
の

が
其

の
特
徴

で
あ

る
。

　に

、
典
型

的
特

色

、
典

型

的
特
色
は
凡

ゆ

る
工
業

金
融
組

合

に
共
通

に
規
則
的

に
存
在
し

て
は

み

る
が

、
然

し

必
ず
し

も
必

要
不
可
訣

の
も

の
で
は
な

い
。
之

に
屡

す

る
特
色

こ
し

て
は

、
其

の
成
立
原
因

ご
活

動
範
園

の
地
域

的
限
界

ご
を

擧
げ

る
事

が
出
来

る
。



先

づ
工
業
金
融
組

合

が
戦
後

中

小
工
業

の
金
融
難

を
緩
和

せ
ん

が
薦

め
に
起

つ
た
も
の

で
あ
る
事
は

凡
ゆ

る
機

關

に
通
す

る
典

型
的
事
頃

で
あ

る
。
工
業

の
不

動
産

抵
當

信
用

に
關
興
す

る
凡

て
の
機
關

は

、
工
業

及
手
工
業

の

所

有
す

る
不

動
産

が
長
期
信
用

の
借

入

に
役
立

つ
様

な
方
法

で
、
専
ら
工
業

の
金
融
難
を
救

は
ん

ε
す

る
目
的
を

以

て
設
立

せ
ら

れ
元

の

で
あ

る
。
乍
併

載

に
注
意
す

べ
き
は
工
業

が
そ

の
固
有

の
金
融
機

關
を
設
立

す

る
事

に
依

っ
て
、
從

來

の
銀
行
組

織

に
於

け

る
金
融
機

關
を
愛
化

せ
し

め
、
或

は
之
を
排

去
せ
ん

ε
す

る
も

の
で
は
な

い
事

で
あ

る
。

か
く
考

ふ

る
事

は
工
業

金
融

組
合

観
念
を
誤

解

せ
し

む

る
も
の

で
あ

っ
て
、
工
業

金
融
組

合

は
決

し
て

従

来

の
不

動
産

抵
當

銀
行

=
遷
0
9
集
Φ
コ
冨
三
(①
置

の
競
争

者

こ
し
て
起

つ
泥
も

の
で
は
な

い
。

究

に
工
業

金
融
組
合

の
特
色
ば
其

の
活
動
範

園

が
地
域

的
限
界
を

有
す

る
事

之

で
あ

る
、
か

、
る
制

限

は

U
δ

留
多
し。圃ゆo
匿

H
睾
号
のR
p・
民

σ
膏

口
口
u・叶聾

に
於

て
も
、
叉

U
冨

一ソ2
N
言
言

≦
.一重
。
}致
[㏄冨
三
(
に
於

て

も
等

し
く

見
出
す
事

が
出
家

る
。
叉

U
凶①
囚
器
鼻

σq
Φ
き
…。①
霧
6
一日葺

α
雲

∋
犀
。
己
2
斤。・9
①
[二

民

器
けユ
①

に
於

て
は
、

規
定

に

依

つ
τ
間

接
的

に
中
部

濁
逸

工
業
組

合

の
組

合
員

た
る
事

を
要

す

ご

せ
ら
れ

て
る

る
。
乍
併

工
業
金
融

組
合

に
し

て
此

の
特

色
を
缺
如

せ
る
も
の

～
存
す

る
事
を

注
意

せ
ね

ば
な

ら
諏
。
之
等

の
機
関

は
現
存
す

る
或

信
用
機
關

に

封
ず

る
競

争
意
思
を

以

て
設
立

せ
ら
れ

セ
も
の

で
あ

る
か
、
或

は
其

の
活
動
範

園

が
全
濁

逸

に
亘

る
も

の

で
あ
る

事

も
注
目

に
値

す

る
。
即
ち
猫
逸

工
業
中
央

銀
行
及

濁
逸

食

料
品
工
業
信
用
組

合

の
如

き

は
其

の
活

動
範

圃
が
濁

逸

全
国

に
及

び
、
殊

に
後

者

は
現
存

の
金
融
機

關

に
撤
す

る
競
争
意
識
を

多
分

に
包
含

し
て

み
る

の
で
あ

る
。

　三

、
個

別
的
特
色

、
此

の
特
色

は
各
工
業

金
融

組
合

に
存
在

す

る
が
、
而
も
時

々
異

る
形

態

に
於

て
現

は
れ

る

く
も
の

で
あ

っ
て
、
工
業

金
融
組
合

を
決
定
す

る
重
要
性
を

有

せ
ざ

る
特
色

で
あ
る
。
此

の
特
色
は
次

の
如
き
特
殊

蜀
逸
中
小
工
業
金
融
機
關
と
し
て
の
ぎ
曾
累
「好
いoゴ
⇔津

第
=一十
二
巻

三
六
三

第
二
號

七
七



蜀
逸
中
小
工
業
金
融
機
關

と
し

て
の

冒
含
降
臨
霧
島
四
津

第
三
十
二
巻

三
六
四

第
二
號

七
八

な

る
部

分

に
於

て

現

は

れ

る
。

即

ち

法

的

形

式

、
資

金

調

達

・万
法

、
債

務

者

の
義

務

及

二

三

の
重

要

な

な
特

徴
、

例

へ
ば

共

益

性

の
原

則

H、}

Nぢ

紆
「
σq
Φ
∋
Φ
向き

二
叶臨
σq
冨

祥

の
如

き

に
於

て
見

出

さ
れ

る
。

へ

も

ヘ

へ

ぎ
曾

・・三

①
・。。
富

津

に
於

て
は

騨

巴

鴨
げ
葺

及

ω
仲巴

肝ω
9
葺

に
於

け

る

か
如

き

、

一
定

の

法

的
形

式

を

必

要

ご

し
な

い
の

で

あ

っ
て

、

現

存

の

工
業

金
融

組

合

の
中

に
於

て
も

、
地

主

金

融

組

合

及

市

街

地

金
融

組

合

に
類

似

し

た

る
は

、
輩

に
公

法

的
性

質

を

有

す

る
ザ

ク

セ

ン
抵

當

證

券

登

行

機

關

の

み

で
あ

っ
て

、

そ

の
他

の
機

關

は

種

々

雑

多

な

る

私
法

的

組

織

を

採

っ
て

み

る
。

而

も

其

の
私

法

的

性

質

を

有

す

る
機

關

に
於

て

は

、
組

合

、
株

式

會

肚

支

隊

日
K
銭蔑
垂
雪

出

藍
†
茎
鉢
ヲ
ー4
↓b

一
隅巳

ノ
ご

b

、ふ

、
o

団一∠
　ノ
r
『
一
一
F」
{

{

一π
丞
ヨ
.訓
!
}
-

一
よ
メ
ー

}

ロσ
ブ

丸

ヘ

ヘ

へ

も

も

も

資
金

調
達

の
方

法

は
個

々
の
工
業

金
融

組
合

に
於

て
夫

々
異

っ
て
み

る
が

、
然

し

一
般

に
抵
當
證
券

の
登
行

に

依

っ
て
行

は
れ

る
事

は
其

の
特
徴

で
あ

る
。
此

の
事

は
少

く

ε
も
貸
付

の
充

足

に
必
要

な

る
資
金
を

、

『
ザ

ク

セ

ン
工
業
抵

當
證
券
』

の
登
行

に
依

っ
て
調
達

す

る
ザ
ク

セ

ン
抵
當

證
券

登

行
機
關

に
於

て
は
當

っ
て
み

る
。
更

に

、中

部
濁
逸

工
業

信
用
組

合

に
於

て
も
亦
間

接
的

で
は
あ

る
が
當

っ
て
み
る
。
帥

ち
中

部
濁
逸

工
業

信
用
組
合

は

チ

ュ
ー
リ

ン
ゲ

ン
州

立
不

動
産

抵
當
銀
行

巳
①
日
露

「ぎ
αq
腎

腎

い
9
民
・
・。ξ
℃
。
鼻
①
冨
筈

四
馬

》
・1
Ω
・
を

し

て
資

金
を

調
達

せ
し
む

る
の

で
あ

つ
で
、

此

の
不
動
産

抵
當

銀
行

は
自

ら
抵
當
證
券

を
責

出

す
か
、

或

は
中
央

州
立

銀
行

ぴ
碧
舟
㎝冨
鼻

。
葭
窪
梓邑

。

〉
・一

ρ

の
工
業

債
券

に
干

興
し
て
資
金
を
調

達
す

る
の
で
あ

る
。

例

外
的
場
合

は

フ

ァ
ル
ッ
経
済

銀
行

の
場

合

で
あ

っ
て

、
初

め
抵
當
證
券

の
登
行

に
依
ら
ん

こ
し
把
が

、
現
在

は
軍

に
濁
逸
國

よ
り

信
用
を

受
け

、
又
其

の

一
部

分
は
自
己

の
資

金
を
以

て
貸
付

に
充
當
し

て
み

る
。

も

へ

も

ヘ

へ

も

債
務
者
の
義
務
ご
し
て
は
先

づ
貸
付
の
利
彿
ご
、
元
金
の
濟
崩
償
還
で
あ
っ
て
、
各
機
關
に
於
て
大
膿
行
は
れ



て

る

る

が

・
貸

付

の
償

還

は

必

ず

し

も
濟

崩

償
還

に
限

ら

れ

る

わ

け

で

は
な

く

、

一
部

分

は
濟

崩

に
非

ざ

る
信
用

コ
8
律

p
B
。
ヨ
超
三
Φ

図
「a

一汁

8

し

て

與

へ
ら

れ

る
事

も

あ

る
。

此

の
外

に
一荷

債

務

者

の
義

務

ε

し

て

は
危

険

割

増

金

(。∩
g
ゴ
。・再

訂

『
窪

号

・・℃
蜀
コ
α
σ
膏

雪
曇

ρ
F

国
巴
蚊
肋6
冨

≦

三

笛6
げ
騨
蒙
げ
9
一ドπ
)
及

繹

管

費

分

謄

金

(℃
雪

N一ω。
プ
①

≦

暮
・。9

跨

σ
p
鼻

)

を

要

求

す

る

も

の
も

あ

る
。

尚

債

務

者

が
貸

付

の

利
子

を

規

則

正

し

く
支

佛

ふ
以

上

は

、
貸

付

は

債

擢

者

の
側

か
ら

は

非

解

約

的

F已
巨

巳

σ
母

で

あ

る
事

は

注

目

に
慣

す

る
。

之

に
依

っ
て

債

務

者

は
確

實

性

を

與

へ
ら

れ

る

の

で

あ

っ
て

、
債

務

者

は

突

然

な

る
貸

付

の
解

約

告

知

に
依

っ
て
、

其

の
企

業

の
登

展

を

阻

害

せ

ら

る

、
遊
具
τ
旺
恥
き
を

辱

る

D

で

あ

る
。

1

』

芝

壷
6
♂

,
i

(
1

一
己

二
。。三

①
。。
∩
富

津

は

以

上

述

べ

る

が

如

き

性

質

の

も

の

で

あ

る

が

、

弦

に

注

意

す

べ
き

は

、

Hロ
ユ
⊆
の
叶.
凶①
・。。
7
餌
陣

ビ

云

ふ
同

じ
名
蕩

を
有
す

る
機

關

で
、
而

も
輩

に
述

ぶ
る

藝

・・寄

・。。
翼

ざ
は

令

其

の
内
容
を
異

に
す

る
も

の

、
存
す

る
事

で
あ
る
、
そ
れ
は

国

臣
訂
け
が

一
九

二

一
年

に

猫
逸
中

小
工
業

の
-長
期
金
融

改
善

の

』
方

策

こ
し

て
登
表

し
π
提
案

で
あ

っ
て
、
彼

は
其

の
機
關

に

"頴
巳
=
ω民
需
。
冨
『

-
な

る

名
罹
を

與

へ
て
る

る
が

、

其

の
内

容

は
現
存

の
機
關

巴
は
全

く
其

の
趣
き

を
異

に
し

て
み

る
。

パ
プ

ス
ト

の
案

に
依

れ
ば
隔
小
貯

蓄
者

の
大

衆
を

工

業

金
融

に

一
層
密

接

に
壷
力

せ
し

む

る
方

法

に
依

っ
て
、
濁
逸

工
業

の
金
融

難

を
緩
和

せ

ん
こ
す

る
も

の
で
あ

っ

て
、
小
株

式
を

登
行

し

て
貯
蓄
資

金
を

吸
牧

し
、
之

を
既

に
存

在
す

る
工
業

上

の
有
償

證
券

に
投
資

せ
ん

ざ
す

る

も

の
で
あ

る
。
從

っ
て
其

の
機
能

は
英
国

流

の
投
資
會

肚

ぎ
話
・・雪

①
暮
目
「二
目

図
譜
)詳
四
一p
=
一p
σq
Φ
σQ
①
。。①
=
の6
げ
m
3

に
倣

っ
て
危
険

分
散

を
行

ふ

ご
共

に
、
他
方
國
家

的
統
制

の
下

に
組
合
組

織

に
依

っ
て
組
合
員

の
共
同
責

任

を
求

め
ん

濁
逸
中
小
工
業
金
融
機
關
と
し
て
の

H蒼

簿

・。藝

篁

一手

二
巻

三
六
五

第

二
號

七
九

II)Pabst,F,Industrieschaft.Ein

BerlinY92工 ●

Beitrag;二 町:Fτ1ムg。desdeutschenWiedeτaufballes.



濁
逸
中
小
工
萎

離

開
・
し
て
の

同・
・互

・「邑

き

第

三
+
二
谷

三
占八
六

第
二
號

八
○

ビ
す

る
も

の

で
あ

る
。

乍
併

其

の
共

同
責
任

は
組

合
員

が
信
用
を

受
く

る
ご

否

ご
に

關
係

な
く

、

一
様

に
法
律

的
方

法

に
依

っ
て
實

行

せ
ら

る
、
の
で
あ

っ
て
、
現

存

の
機
關

の
連
帯

責
任

が
圭

ご
し
て
受

信
者

に
要
求

せ
ら

る

差

は
、
大

い
に
其

の
趣

き
を

異

に
し

て
み

る
。
此

の
聖

.9

ス
ー
の
案

は
嚴
密

に
考

ふ
れ
ば

、
地
主
金
融

組

違

の
關
係

も
密

接

で
は
な

い
の
で
あ

る
か
ら

、
か

・
る
機
關

に
は
本
來
宇

別
個

の
名
馨

與

ゑ

き

で
あ

っ

た
61爾

工
業
金
融
組
合
ご
其
の
手
本
こ
な
っ
た
所
の
地
主
金
融
組
合
こ
の
異
同
に
就
い
て
若
干
の
考
察
を
加

へ
π
い

地
主
金
融
組
合
は
各
部
の
法
律
に
基

い
て
加
入
者
の
土
地
を
引
嘗
て
に
纏

器

券
を
獲
付
し
・
と
を
止
也
折
巨
苛

バ
こ　　
ム　

げ
ノノ

に
ぜ

　へ　

ノ

コノ
ニノ

に
交

付

し

、
土

地

所

有

者

を

し

て
間

接

に
信

用

を

得

せ
し

む

る
を

目
的

こ
す

る
相

互

組

織

の
金

融

機

關

で

あ

っ
て
、

公

法

上

の
自

治

能

力

を

有

し

、
濁

逸

國

又

は

各

邦

の
行

政

上

の
補

助

機

關

た

る

の
性

質

を

有

し

て

み

る
。
然

る
に

工

業

金
融

組

合

は

工

業

上

の
長

期

調

物

信

用

を

與

へ
ん

こ
す

る

も

の

で
あ

っ
て

、
先

づ
其

の

目

的
を

異

に
す

る

の

み

な
ら
す
、
地
主
金
融
組
會

縫

々
の
相
異
黙
を
有
し
て
ゐ
・
。
先
づ
穂

慰

留

就

い
て
見
詮

・
地
主
金

融
組
合
は
公
法
的
機
關

で
あ
・
が
、
工
業
金
融
粗
食

大
部
分
私
法
的
鶴

で
あ
っ
て
、
只
ザ
ζ

ソ
響

馨

登
行
機
關
に
於
,
の
み
公
蓄

性
質
を
見
出
し
得

・
。
術
工
蓼

融
粗
食

於
・
は

一
碧

精
馨

る
規
定
を
設

け
ら
れ
て
み
な
い
か
ら
、
地
主
金
融
組
合
長

け
る
が
.如
き
特
許

勺
量

・σ・
雪

を
必
要
こ
し
な
い

の
み
な
ら
す

地

主

金
融

組

合

に
於

て
見

る
が
如

き

各

邦

の
監

督

し∩
一碧
羅

=
置
∩
窪

は

、
王

業

金

融

組

合

に
於

て
は

公

法

的

性

質

を

有

す

る
機
關

に
存

在

す

る

の
み

で

あ

る

(但
し
・
ア
ル
ッ
経
済
銀
行
は
私
法
的
擬
闘
で
あ
る
が
、
而
も
聯
邦
が
之
に
金
融
的
援
助

を

與
ふ
事
大
に
し
て
、
聯
邦
の
監
督
が
行
は
れ
て
る
る
)
。

13)Li【 】dner,a.a.O.S.z3一 【6;Hippel,Th .G.von,Die

Kreditinsヒitute.Berlin1927。S・z61-324
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も

も

た

も

ヘ

へ

資
金
調
達
方
法
に
於
て
は
地
主
金
融
組
合
は
抵
當
證
券
の
登
行
に
依

っ
て
み
る
が
、
工
業
金
融
組
合
に
於
て
は

必
ず
し
も
抵
當
證
券
登
行
の
方
法
に
依
る
ご
は
限
ら
な
い
。
抵
當
證
券
の
爽
行
の
方
法
に
依
る
時
は
地
主
金
融
組

合
ご
殆
ん
ご
凝
ら
な

い
の
で
あ
っ
て
、
抵
當
證
券
磯
行
額
ざ
不
動
産
の
額
ざ
は
常
に

}
致
せ
し
め
ん
こ
す
る
事
、

及
抵
當
證
券
は
所
持
人
の
側
か
ら
は
非
解
約
的
な
る
事
等
ザ
ク
セ
ン
抵
當
證
券
登
行
機
關
に
於
て
も
其
の
規
定
を

見
出
す
事
が
出
来
る
。
荷
地
主
金
融
組
合
の
登
行
す
る
抵
當
證
券
は
ミ
ュ
ン
デ

ル
ヂ
ッ
ヘ
ル
の
特
権

言
言
紆
巨
鳥
Φ?

冨
詳
(註
六
)
を
有
し
て
み
る
が
、
工
業
金
融
組
合
に
於
て
は
公
法
的
性
質
を
有
す
る
ザ
ク
セ
ン
の
法
律
に
於
て
見

へ

へ

出

し
得

る
の
み

で
あ

る
。
次

に
貸

付

に
就

い
て
見
れ
ば

、
地

主
金
融
組

合

に
於

け

る
ご
同
様

に
、

工
業

金
融
組
合

に
於

て
・15
亦
不

動
産

を
抵
當

ご
す

る
長
期

の
貸
付

で
あ

っ
て
、
土
地
及
建
物

の
評
循

は
頗

る
嚴
重

で
あ
る
。
叉
抵

當
貸
付

の
割

合

に
は
最
高
限
度

が
設
け
ら
れ

て
み

る
が
、
工
業

金
融
組

合

に
於

て
は

戦
前
僧

位

の

二
五
一

三
〇
%

位

で
あ

っ
て
、
地
主

金
融

組
合

の
一二
分

の

二
貸

付
を
原

則

こ
す

る
ご
比

す
れ
ば
頗

る
峻
嚴

で
あ

る
。
之

は
工
業
信
用

ご
農

業
信

用

ビ
の
本
質

的
差

異

に
基

く
結

果

で
あ

る
。
貸

付

の
交
付

は
共

に
抵
當
證
券

又
は
現
金

で
な

さ
れ
、
貸
付

は

一
定

の
年
賦
額

で
濟

崩

で
償

還
す

る
事

が
許

さ
れ
て

み
る
等

、
両
者

の
趣

き
を

一
に
し

て
み

る
。
然

し
工
業

金
融

組

合

に
於

て
は

一
定
額

の
濟
崩

償
還

は
却

っ
て
不
便

を
滅
す

る
場

合

も
あ

る
の
で
あ

っ
て
、
例

へ
ば
瞥
業
成
績
良

好
な

る
螢

業
年
度

に
於

て
は
、
工
業
家

は
割

賦
額

以
上
償
還
す

る
事

が
可
能

で
あ

る
が
、
反
之
成
績

不
良

に
し

て
年

へ

へ

も

賦
額

の
調
達

に
困
難

な

る
年

に
於

て
は
、
利
子

の
み
を
支
佛

ふ
事

を
好

む
場
合

も
あ

る
か
ら

で
あ

る
。
其
他
債
務

者

へ

へ

お

も

も

し

も

の
義
務
及
其
内
部
組
織
に
於
て
も
工
業
金
融
組
合
は
地
主
金
融
組
合
に
倣

っ
た
所
が
大
で
あ
る
。
術
其
行
は
れ
る

地
域
は
、
地
主
金
融
組
合
に
於
て
は
圭
こ
し
て
プ

ロ
イ
セ
ン
に
止
る
が
、
反
之
工
業
金
融
組
合
は
濁
逸
全
土
に
行

猫
逸
中
小

工
業

金
融
機

關

と
し

て
の

H昌
盛
g
硫
P【一。。。oゴ
p律

第

三
十
二
巻

三
六
七

第

二
號

八

一



濁

逸

中

小

工

鞘
果
金

勘
…擬

闘
…
と

し

て

の

ぎ

臼
解
仲二
①
旨
ゴ
p
津

第

=
一
十

二
巻

三

六

八

第

二
號

八

二

は

れ

て

る

る

(
註

七

)
り

(
註

二

)

爾

H
昌
昌
=
珠

「陣①
m
o
『
芦
P

に
撤

し

て

は

OD
o
ぎ
5
巴
Φ
三
}p
o
7

同
■間
間
剛コ
p
コ
N
陣Φ
;

5
鵬
亭

p
口
口
.
6

N
G◎
■
G6
.
ω
ぷ

--鴇

N

に

も

簡
…翠

な

る

定

義

を

示

し

、

"
ρ
α
N
ヲ
o
ご

薫

■
<
8

1
U
器

国

〔き
一Φ
ヨ

9

m

】弓

鳴

「
ア
ニ
鴨

コ

目
門①
O
【3

h〔写

象
。

日
脚E

①
「
①

戸三
島

乙

o
冒
o
呪㊦

冒

匙
二
い
三

①
同
論

δ
o
ド

ぢ

お

は

目
民

話

皆「
一9

・・。藝

に
關
し
て
詳
細

な
る
研
究
を
試
み
て
み
る
が
尋

に
定
義
を
揚
げ
て
み
な
い
。穿

旦

9

ρ

・
。二
穿

α
黙
・
量

…

三

。
ぎ

囚
・・旨

剛塁

耳

鼻
ρ

=
肖
o

>
pら
げ
p
3

ヨ

茜

同
目
鼻

=
o
竃

冨

p5
島

≡
呂

O
繋
〇
三

〇
}二
。

・
じd
o
「=
口

回
O
ミ

OQ
.
挙
い
下
鞘
ω
N

は

団
m
ぴ
鴇

の
所

謂

H
コ
含

・・
三

島

n
蚕

律

と

混

同

せ

ら

れ

た

傾

向

も

見

え

、

其

の
定

義

は

頗

る

明

確

を

訣

ぐ

の

嫌

が

あ

る

。

尚

最

近

出

版

せ

ら

れ

た

ぎ

【ぎ

当

.暴

。
ぎ

P

に
聞

す

る

貴

重

な

る

文

献

と

し

て

呵
凱

o
。・
y

囚

.
尉
.】
U
門①

口
ゆ
躍
「
撃
o
国

詞『
雪
蓋

亀
屋

N
三

ノ
♂

一気
㌧
歪

≡
四

二
⊆

三
郎
[江
・

剛一一烈

ご

印
卸
ぎ
艶
ご
一
蹴
o

日
算

『
コ

σq
P
騨
ユ
顎
口弓

}ハ
零
黛

門

灯
⇒
ρo
門

ぽ

p

野

路

。
詳

勢

門
団
留
ξ̂
田
旺

?
。
夢

寄

口

つ
剛
窪

い
ヨ
』
二
三

三

「環

一川ゴ

ピ

ゴ

2
一∬

乱

切
Ω
叩シ

雪
.田

彗

〔州

q
甑

4
.
Hハ
窪

田.
H
門
■
凱
)
丼
謹
コ

お

い
p

を

擧

げ

る

事

が

出

來

る

が

、

未

だ

に

入

手

し
得

な

い

か

ら

、

就

い

て
参

照

す

る

を

得

な

い

の

は

甚

だ

遺

憾

で

あ

る

。

勘

(
註

三
)

σq
雪
、9
げ
①
に
就

い
て
は

ノノ、・
」n
〔【巴
p

に
依

っ
て
、

『
繋
'ぎ
二
5

な
る
語
を
我

々
は
廣
義

に
於

て
は
凡
ゆ

る
實
業

に
従
事
す

る
も

の

す
ぽ

㈹
o謂
雪
げ
①
録
二
E
6
岸

と
解
す

る
。
即

ち

そ

の
中

に
は

繋
業
及
商
業

を
も
包
含
す

る
。

狭

義

に
於

て
は
原

料
品

に
加

工
し
、

需
要

に
封

し

て
製

作

す

る
職
業

を
意

味

し
、
第

一
に
手
工
業

者

=
目
}
誇
二
お
・.
を
擧

げ
る
事

が
出
架

る
…
・:
…
』

を
踏
襲

し
、

輩

で

は

Hゴ
〔宣
い
三
∩
及

=
目
盛
巴

と
並

ん

で
狭
義

に
解

し

て
手
工
業

と
し
た
。

(註

四
)

元
来
信
用

を
捲

保

の
有
無

に
依

っ
て
匪

刑
す
れ
ば
、樹

入
信
用

一、。・m・5
隻
自
。
・葺

と
封
物
信
用

労
9
昂
・巳
諦
と
す

る
事

が
出

來
、掛

物
信

用

を
更

に
櫓

保

の
種
類

に
俵

っ
て
匠

刑
す
れ

ば
、

不
動
産
抵
常

情
用

一
旨
き

三

宵

「。
三
一(「2
団「
o
今
「

目
ζ
℃
。
二
一⇔な
5
多

。(毎

と
動
産
権

保
信
用

要

・げ
二
野

・Φp
・町
a

一陣
。・一韓

同b
ヨ
ぎ
二
ξ
。
〔宗

と

に
分

つ
事

が
出

来

る
が
、
叢

で
は
野
人
信
用
が
対

照
と
な
ら

ざ
る

と
共

に
、

動

憂
措

保
信
用

も
亦

問
題

と
し
な

い
の
で
あ

る
。

助
)

(
註

五
)

大

工
業

と
中
小

工
業

と
の
限
界

は
種

々
の
方
法

に
依

っ
て
求

め
ら
れ

て

み
る
。

一
先

づ
濁
逸

國
統

計

に
依

れ

ば
勢

働
者

の
扱

に
依

っ
て
、

(

ラ

一
人

乃
至
五
人
を
小
企
業

、
六
人
一

五
+
人

を
中
企
業

と
し
て

み
る
。

二
或
企
業

に
投
下

せ
ら
れ
た
る
資

本
を
金
鍍

額

に
評
慣

し
た
も

の
、
例

へ

ぐ

う

ば

甲{・
同
』
畠
①
=ご
㊦薦

は
百
M
:

十
五
萬
M
を

以

て
中
小

工
業

と
し

て
み
る
。

三
或
場

合

に
は
蛇
ハ
の
企
業

が
繰
}式
組
織

を
採

る
か
否

か
に
俵

っ
て
研阻

(

14)

15)
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,,henvonK・Bott.zwei[erBand・S・646一 一一6斗8・

a.0,S.Ig一 一20;Raclzibor,a、a.O.S.Ig-so;Prion,W.,Lindner,K:,α.

Wirthchaft,LeipzigKapitalandBetrieb.Fin旦nzierurlgsfr2gender`1euにschen

S.12g_151;Ladenberg,H.,DieneuereE.ntwicklungdesVe1・haltnisses1929・

Bankgewerbe・derBadischen.`)parkassenandihrerGiroze.rltralezumprivaten



.

一

中

旨
.(り層
累

・
』}
砿
・『」
・1
㍗
.L
.
.

馴
せ
ら
れ
る
。

例

へ
ば

ぎ
<①
旨
粍
三

ゴ
F藍

の
貸
付

の
場
合
に
於

て
、
企
業

が
縁
式
組
織

の
場
合
は
許
さ
れ
る
が
、
私
人
組
織

の
場
合
に
は
許
さ

れ
な

い
。
鴎
荷
濁
逸
費

一
般

に
行
は
れ
て
る
る
の
は
、
債
券
狡
行
に
依

っ
て
自
ら
其

の
需
要
を
充
た
し
得

る
株
式
會
肚
を

大
工
業
と
す
る
方
法
で

く

う

あ
っ
て
、
中
に
は

一
層
厳
格

に
其
の
蛋
行
ず
る
債
券

に
し
て
取
引
所

に
上
接

す
る
資
格

の
あ
る
も
の
と
限
定
す
る
場
合
も
あ
る
。
伍
翫乍
併
以
上

の

如
き
匝
別
標
準
は
資
金

の
貸
借

に
當

っ
て
は
、
明
確
な
る
標
準
と
し
て
何
等
貸
金
を
齎

ら
さ
な
い
。
貸
付

に
關
す
る
限
り
、
貸
付
金
額
の
大
小

に
依

エ

っ

て
大

工

業

と

中

小

工

業

と

を

匠

刑

す

る

の

が

最

も

簡

律

に

し

て
賃

金

が

多

い
。

一
.か
.
二
・冒・。
。
σq
。
団
は

一
高

m

以

下

を

小

信

用

と

し

、

=
禺

1

+

萬

エ

エ

エ

響

中
篇

・
し
て
ゐ
・
。
プ
昇

・
皇

胤

以
下
・
小
鰭

、

一
萬
早

五
萬
㎞
・
中
篇

・
し
、
五
惑

星

集

鯖

と
し
て
み
る
。

エ

エ

ザ
ク

セ
ン
抵
常
誰
小芥
登

行
…機
關

に
於

て
も
亦

五
萬
ひ
以

下
を
中
小

工
業

に
封

ず
る
信
用

と
見
る
も

の

の
如
く

で
あ

る
。

(莫

)

　

p　

き

一}

は

　

　

山

門}

…

膿隻

・
・…
=
ξ

き

・・
　

…
…
ζ

　

・　

…
　

二
・・憶

ξ

心

　コ
こり
ニ
レ

　ド
いミ
し
ニ

ヌ

ジ

た

　ぷ
　

ロ

し
アヒ
ぬ
し

ニし
　
コ

し
ラ

ケ

　セ
　ニ
ナ
かヨユ
ヨ

コ

ゑ

ヱ
りひ
へ　
ロ
ロ
ヒ

リ

ア　
ラ

ロ

も

ク
コサじ
ヒ

ロ
コ
コ

ク

サヘ
へ

M

に

依

っ

て

、

{凪

め

ち

れ

た

る

}
租

¢

禦

棉

て

渉
.
/
二

、

猿

環

あ
'
勧

筋

傷

.長

.ノ

¢

"

一逆

を

塗

月

↑
.ラ

ヌ
。
目易

∠
乍
K

仁

一
だ
人

4

昂
叩
国

香

3

ヒ

「

記

",。
詰

此

の

法

律

に

依

っ

て

そ

の

受

託

金

露

量

藷

に

二
二

運

用

の

目

的

物

た

る

事

を

許

さ

れ

た

る

こ

と

、

即

ち

か

亙

る

財

産

の

投

資

方

法

と

し

て

の

資

格

あ

る

事

を

云

ふ

。

零

墨

塁

・
。
P

罫

U

一島

・
ぎ

・

奪

葺

⊃
謳
σ
一
砂一6
一'。
『一同Φ
犀
σ
げ
。
砿
二
・目
一回…

鵬
①昌

ロ
一日鳥

餌
ω
切

開ロ
餌
口
切
け同
一①
=
。

〉
コ
一9
・,
。
一【『。
鼻

}
　

.

お

お

…

同
」昏

5

タ

ゴ

盟

。

冑
言

書

N
一Φ
≡
掲

g

「

H
H
ぞ

。
【冨

冨

昌
p
昆

p
=
印
昌

創
m
口
[凱
。
}冒
。門

σ。
H
。
囲
い
併
録

会

π
・

冨
。
『=
ロ

6

印
"
・

し。
・

N
甲

u

⇔
昌
昌
n
昌
げ
p
=
β

周
二

U
窪

『
o
げ
①

団

団
℃
っ
二
色

9̂
一
プ
雪

訂

ロ
.
D

》
島

■
鵠
臼
ぎ

冒

6

跳

・

ρ

ひ
ひ
一

Φ
。。
・
し○
・

鴇

同
・1

い
彗

・)

や

た

ロ

ぬ

あ

じ

り

(
註
七
)

市
街
地

金
融

組
合

は
地

虫
金
融
組
合

の
模
倣

に
過
ぎ

な

い
も

の
で
あ

っ
て
、
一
九

一
六
年

十

二
月

の

U
凹
い
ω
[即O
峠凱。プ
戸津
・。σq
.い①
片.

で
認

め

ら
れ

た
公
法
的
機

関

で
あ

る
が
、

其

の
目
的

は
建
築
敷
地

、
家
屋

及
建
築

中

の
土
地

所
有
櫨
春
立

に
地

上
権

者

に
封

」
て
、
組
合

を
通

じ
て
据
苗

う

し

い

ロ

債
椹
及
土
地
質
憺

O
・巨
篇
島
巳
q

を
措
保
と
し
て
、
年
賦
償
還
貸
付
を
行
は

ん

し、
す

る
も
の
で
あ
る
。
尚
信
用
組
合
は
中
小
濠
業
者
に
貯
蓄
を

教

ふ
る
と
共

に
、
他
方
彼
等
に
産
業
上
必
要
な
る
資
金
を
得
せ
し
む
る
を
目
的
と
す
る
組
合
的
相
互
扶
助
的
金
融
機
關
で
あ
っ
て
、

其

の
貸
付
は

数
人
信
用
を
圭
と
し
、
短
期
貸
付
た
る
黙
に
於

て
工
業
金
融
組
合
と
趣
き
を
異

に
し
て
み
る
。

1江 茸nc11し111928・S・46一 斗8・

第
四

公

法

的

機

關

囑
逸

中
小

工
業

金
融
機

關

と

し
て
の

冒
身
u
三
①い。訂
津

第
=
二
十
二
谷

三
六
九

第
二
號
.

八
三



.蜀
逸
中
小
工
業
金
融
機
關
と
し
て
の
ぎ
魯
等
ユ
o㎝oぎ
津

第
三
十
二
巻

三
七
〇

第
二
號

八
四

　
一
ザ
・ク

セ

ン
州

立

抵

當

證

券

登

行

機

關

の
設

立

ご

其

の
前

史

く前

述

し

セ
楼

に
工
業

金

融

組

合

に
は

公

法

的

機

關

o
詩

p
二
一。
7
『9
匡

8
げ
①
ぎ
、鼻
.捧
①

ご
私

法

的
機

關

娼
.一ぐ
ρ
一,

冨
9

島
6
冨

冒
。・葺
二
一Φ
ご
が

あ

る

が

、
公

法

的

機

關

こ

し

て

は

ザ

ク

セ

ン
州

立

抵
當

證

券

登

行

機

關

U
δ

しQ
似魯

総

9

①

ピ
遷

号

紹
費
巳

『
膏

貯
拐
冠
一[
が
唯

一
の
も

の

で
あ

る
。

更

に
又

工

業

金
融

組

合

の
観

念

が
最

初

に

實

現

せ

ら

れ

だ

の

も
亦

此

の

ザ

ク

セ

ン
州

立

抵

當

證

券

登

行

機

關

で
あ

っ
た

事

は

特

筆

に
慣

す

る

。

ザ

ク

セ

ン
に
於

て

工

業

金

融

組

合
實

現

の
計

書

が
何

時

頃

か

ら

起

つ
セ

か

は
明

か

に
し

得

な

い

が
、

曾

て

一
九

二
五

年

七

月

の

∪
.。
・。α
.
コ
。
「
》
コ
、

-

」
…

ヒ
,
:

託

L

し

こ

'
二

歳

%

杢

=

η

)

=

L
、
)

+

監

雲

霧

～
包

之

D

斤

b

つ

『

ぢ

動

重

氏

彗

肩

幾

ト
q
一的
n
瞥

謄‡
糊
じ

男

に

虻

ナ

7
、
[
=
楕
ず
ノ.一
方

「
室

さ

げ
雲
く
し
一】=ロ
一
一
　T
ワ
し
、マ
[
ぢ
ラ
ス
、」

」-
(

冒

、̀

ψ

.

フ

一　月
=
五
{
コ
鴫
ー
イ

ノ

室

關

設

立

に

關

す

る

法

律

は

此

の
時

に

は

既

に

ザ

ク

セ

ン

當

局

に
於

て

準

備

中

に

し

て

、

正

に
州

會

り
、
昌
舞
鐸
四

に

議

案

こ

し

て

提

出

せ

ら

れ

ん

こ

し

て

み

た

の

で

あ

る

。

此

の

法

案

に

於

て

は

新

設

の

機

關

を

汐

∩
臣
。。
凶。
冨

ピ
山
a

Φ
,

ω
℃
蹄
巳

σ
膏

研
屋
巨

=

霞

H
【μ曾

・・三

。

=
巳

=
窪

窪
色

ご

呼

ん

で

ゐ

セ

。

か

く

し

て

一
九

二

五

年

七

月

二

十

日

の

法

律

に

依

っ

て

最

初

の

工

業

金

融

組

合

が

ザ

ク

セ

ン

に
實

現

せ

ら

れ

た

の

で

あ

る

が

、

之
にに
発

っ

て

ラ

イ

プ

チ

と
の

辮

や

護

士

プ

レ
ー

マ
ン
博

士

の
貢
献

は
頗

る
偉
大

で
あ

っ
把
。
彼

は
其

の
小
冊

子

に
於

て
、
地
主
金
融

組
合

及
市

街
地

金
融
組

合

に
倣

っ
て
工
業
金
融

組
合
を
作
ら

ん
事
を
提
案

し
、
之

が
長

所
を

述

べ
て
其

の
宣
傳

に
努

め
た
。
彼

は

そ

の
工
業

金
融

組
合

に
於

て
、
州

の
保
護

、
連
帯
責

任

、
活
動
範

團

の
地
域

的
制
限

の
事

を
考

へ
、
資

金
は

一
部

分
国
内

に
於

て

、
大

部
分
を

外
國

に
於

て
調

達

せ
ん
こ
し

、
組
積

立
金
及

特
別
積

立
金

の
設
置
を
説

き

、
更

に
中

央
市

街
地

金
融

組
合

N
の
葺

曽
耳
巴
梓・。。
ゴ
弾

に
倣

っ
て
工
業

金
融

組
合

の

一
大

中
央
機
關

元

る

O
.
・
の
.舞
一一コ
匹
⊆
、臼.一.
,
、

。。9
鉢

の
設
立
を
考

へ
て
る
た
。

プ

レ
ー

マ
ン
の
幾

多

の
提

案

は
當
時

ザ

ク

セ

ン
大

藏
大
臣

ラ
イ

ン
ホ

ル
ド
氏

に

16)
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依

っ
て
採
用
せ
ら
れ
、
ザ
ク
セ
ン
抵
當
證
券
登
行
機
關
に
於
て
實
現
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　ニ
ザ
ク
セ
ン
抵
當
證
券
證
券
登
行
機
關
の
機
能

くイ
、
此
の
機
關
の
性
質
、
資
本
金
及
任
務

ザ
ク
セ
ン
州
立
抵
常
證
券
螢
行
機
關
は

一
九
二
五
年
七
月
二
十
日

の
法
律
-

此
の
法
律
は
後
に

一
九
二
八
年
二
月
二
十
九
日
に

一
部
改
正
せ
ら
れ
π
1

に
依

っ
て
設
立
せ
ら
れ

セ

の

で

あ

っ
て

、

ザ

ク

セ

ン
犬

蕨

省

の

監

督

の

下

に

、

固

有

の

財

産

を

有

す

る

公

法

的

、

共

益

的

権

利

能

力

あ

る

機

關

で

あ

る
(
第

一
條
)
。

.抵

當

證

券

螢

行

機

關

は

ザ

ク

セ

ン
州

か

ら

金

融

的

補

助

を

受

け

、

ザ

ク

セ

ン
州

に

依

っ

て

設

立

せ

・19
れ

て

る

る

け

れ

こ

も

、

決

し

て

州

の

一
機

關

で

は

な

く

、

法

律

的

及

財

政

的

に

濁

立

し

把

る

法

人

で

,

⊃

魎

㌔
、
二
・
・」

二
b

」
?
-
一
)

巨
r
一{

,
」ー

ノ
一

・ノ

ー
つ

"芝
冠

)

f

二
三
}」
き

一』
ト
L
、

一
L
ζ
ヒ
乳
.[
陶ぞ
ヤ
ー
土
ヒ
到
、
ザし
、星

ラ

偽ト

詩
ノ

、
て

δ

濯

印

浬

メ

憤

竃

¢

堪

擢

を

落

し

て

洗

竃

層

矧

¢

具

一箇

に
翌

薦

垂

}
躍

荊

」
・
」雰

痢

雇

ゴ

盗

よ

ー

ア
、

エ

っ
て
み

る
が
、
資

本
金
は
百

万
瓢

で
あ

っ
て
、
ザ

ク

セ

ン
州

の
出
資

に
係

る
。
機
關

は
此

の
州

の
出
資

に
濁
し

て

ラ
イ

ヒ
ス
バ

ン
ク

の
李
均
割

引
利
率

ピ
同
額
迄

の
利
子
を
支
沸

は
ね
ば
な

ら

澱
。
而
し

て
抵

常
證
券
爽
行
機

關

の

任
務

は
ザ
ク

セ

ン
自
由
國

の
工
業

、
商
業

及
手

工
業

に
饗
す

る
不

動
産

抵
當
信
用
を
促
進

せ
し
む

る
に
在

る
。
法

案

に
は
軍

に
工
業

及
商
業

ご
せ
ら
れ

て
る
π

が
、
『
ぎ
身

・・叶『δ
』
な

る
言
葉

は
廣

義

に
解

し

て
そ

の
中

に
、
工
業
及

手

工
業

を
含

む
も

の
ε
解

せ
ら

れ
て

み
る
。
從

っ
て
此

の
機
關

の
活

動
範

園

は
ザ

ク

セ

ン
州

に
限

ら
れ

、
而

も
農

業

及
純
市

街
地

の
土

地

の
不
動
産

信
用

に
は
關
係

し
な

い
の
で
あ

る
。

ロ
、
抵
當

證
券

登

行
機
關

の
機
關

此

の
抵
當
證

券
登
行
機
關

の
機
關
は

理
事
會

、
監
事
會

及
信
用

委
員
會

の

三

で
あ

る
。

理
事

會

号
ω
U
一「。
簿
○
ユ
⊆
巳

は
抵
常
證
券

登
行
機
關

の
業
務

を

執
行
し

、
其

の
経
螢

に
當

っ
て
み

る

の
で
あ

る
が
、
監

事
會
及

信
用

委
員
會

に
依

っ
て
助

け
ら

れ
て

み

る
。
而

し

て
此

の
理
事
會

の
業

務

は
ザ
ク

セ

ン

猫
逸
中
小
工
業
会
敵
機
關
と
し
て
の
同色
紫
三
霧
島
p洋

舞
三
十
二
巻

三
七
一

第
二
號

八
五



濁

逸
中
小
工
業

会
敵
機
關

と

し
て
の

目口
自
己
降
臨
①
m6げ
鑑
【

第

三
十
二
巻

三
七
二

第

二
號

八
六

州
立
銀
行

ω
畳

窃
言
言

も∩
冨
塁

審

鼻

の
理
事

會

に
委
託

せ
ら
れ

て
み

る
の

で
あ

っ
て
、

抵
當
證
券
登

行
機
關

ご
州

立
銀
行

ご
は
夫

々
固

有

の
理
事
會

を
有

し
て
み

る
が
、
然

し
人
格

的

に
は
両
者

の
理
事

は
同

一
の
人

に
依

っ
て
成

立

し

て
み
る
。
監
事
會

牙
「
<
興
乏
巴
言
轟
・。「舞

の
職

能

は
株
式
會

肚

の
監
事
會

の
そ
れ

8
同
様

に
、
理
事

會

の
業

務
執
行

を
監
督

し
、
書
類
検
査

の
樫
を
有
す

る
ご
共

に
、
重
大

な

る
根

本
的
業
務

の
決
定

に
干
興
す

る
。
帥

ち
利

率
及
償

還
率

の
決
定

、
貸
付

方
針
及

び
業

務
贋
張
等

は
監
事
會

の
権
限

に
属

し

て
み

る
。
監
事
會

の
議
長
及

其

の

代

理
人

は
ザ

ク

セ

ン
州

の
州
委
員

ω
〔舞
邑
8
コ
≡
計
沼
噌
か
ら
任
命

せ
ら
れ

、
そ

の
外

に
十

二
名
以
下

の
監
事

が
任

命

せ
ら

れ

る
が
、
そ

の
内
三
名

は
州
議
會

か
ら

、
及

各
信
用
委
員
會

か
ら

一
名
宛

選
ば
れ

る
。
莫
他

の
監
事

は
商

工
會

議
所

の
推
薦

に
依

り
、
ザ

ク
セ

ン
の
大

藏
省
及
縄

濟
省

が
受
信
者

の
中

か
ら
選
任
す

る
の

で
あ
る
。
信

用
委

員

會

閑
話
ユ
冨
蕊
。・9
島
。。
は

各
商
業
會
議

所
圃

に
於

て
形

成

せ
ら

れ
、
議
長

は
當
該
商
業

會
議

所
會
員

の
中

か
ら

選

ば

れ
、
そ

の
他

に
當
該
産
業
會

議
所
會
員

一
名

ご
街

少

く

と
も
そ

の
外

に
三
名

の
委
員

か
ら

構
成

せ
ら

れ
て

み

る

そ

の
三
名

の
中

少
く

ピ
も

一
名

は
受
信
者

の
中

か
ら
選
ば

れ
ね
ば
な
ら

諏
。
信
用
委
員
會

の
委
員

は
凡

て
州

委
員

の
同
意

を
得

て
理
事
會

が
任
命

す

る
の
で
あ

っ
て
、
其

の
任
期

は

二
年

で
あ

る
。
信
用
委
員
會

の
任
務

は
當
該

匠

エ

に
閲
す
る
凡
て
の
問
題
に
饗
し
て
理
事
會
の
諮
問
に
慮
す
る
の
で
あ

っ
て
、
特
に
二
万
Gハ
以
上
の
貸
付
申
込
に
際

し
て
そ
の
貸
付
限
度
及
信
用
状
態
等
を
調
査
す
る
。
監
事
會
は
貸
付
の

一
般
的
根
本
問
題
を
取
扱
ふ
の
で
あ
る
が

反
之
信
用
委
員
會
は
個
々
の
貸
付
に
干
興
し
、
そ
の
意
見
は
個
々
の
企
業
の
貸
付
能
力
に
關
し
て
多
少
確
實
な
る

保
護
を
與

へ
る
。
從

っ
て
法
律
(第
+
五
條
第
三
項
)
に
依
れ
ば
理
事
會
は
信
用
委
員
會
の
認
め
セ
る
信
用
額
以
上
の
貸

付
を
な
す
事
を
得
す
ご
規
定
し
て
み
る
。
而
も
信
用
委
員
會
の
五
人
の
委
員
の
中

一
名
宛
は
同
時
に
監
事
會
に
属



し

て

み
る
か
ら

、
信
用
委
員
會

の
意

見

は
中

央

に
於

て
も
亦
有

数

で
あ

る
。

ハ
、
此

の
機
關

と
ザ
ク

セ

ン
州

と

の
關

係

数

に
抵
當
證
券

登
行
機
關

ご
ザ
ク

セ

ン
州

ご
の
關
係

に
就

い
て
見亙

る

に
、

両

者

は
頗

る
密

接

な

る
交

渉

を

有

し

て

み

る
。

前

述

の
如

く

ザ

ク

セ

ン
州

は

此

の
機

關

に
謝

し

て
百

万

珊

の
出

資

を

な

し
(
第
四
條
)
、
且

此

の
機

關

の
責

任

に
謝

し

て
保

護

し

て

み

る

の

み
な

ら

す

(後
連
)
、
機

關

の
資

金

調

達

に
劉

し

て
も

特

別

の
便

宜

を

與

へ
ん

ご

し

把

の

で
あ

っ
て
、

最

初

は
此

の
機

關

の
資

金

調
達

を
園

内

市

場

に
於

て

な

さ

ん

ご
し

、

外

債

の
事

は
考

へ
て

る

な

か

っ
た

。
國

内

に
於

て
抵

當

證

券

を

責

出

し

把

場

合

,
其
責

行

不
振

に

備

ふ

る
薦

め

に
、

市

場

が
抵

當

證

券

を

消

化

す

る
能

力

が
生

す

る
迄

、
国

庫

金

の

一
定

範

園
内

に
於

て
掛

篭

的

に

亡
勾
艶
暉
詮

・Lナ
こ
順足
寄

ナ
一,し
♂
一
ミ
嚇
＼

ノ
ラ」
D

'̀じ
ンD
る

へ吠
…し
陵
湛
の
如
く
外
因
賢
島
調
逡
の
方
法
に
隣
る
事
に
な
っ
て
叱
り
方
聡
は
匠
…明
に

都

塵
日
掛
阻
碍ヲ7
畳
ま

一{
!「

/
＼く
、
.ノ
ー

-「」
(

「

噛̀

.』
、
,

.「
,、,

.

.

.

.
、
.
..

,
.

.

..

.

,

,
,
.

,̀
'
.

賺
し
た
)。更

に
叉

當

時

工
業

の
金

融

難

に
慮

じ

て
遽

か

に
此

の
機

關

を

活

動

せ

し

め
、
同

時

に
其

の
経

螢

費

を
低

減

せ

ん

が
爲

め

に
、

抵

當

證
券

登

行

機

關

ご
ザ

ク

セ

ン
州

立

銀
行

暫

9
誇

。
ぎ

曽
田
叶ω冨

=
屍

ε

の
間

に

一
種

の
経

螢

共

同

艦

く
。
コ
く暮

暮

碧
鴨

ヨ
σ
剛塁
匹
・簿

を

作

ら

し

め

て

み

る
(第
+
二
條
)
。
然

し
此

の

両

機

關

は
互

に
濁

立

し

て

み

る

の

で

あ

っ
て

、
州

立
銀

行

は

従

前

通

り

一
種

の
信

用

銀

行

で
あ

り

、
瓶

當

證

券

登

行

機
關

は

不

動
産

信

用

機

關

ε
し

て
活

動

し

て

み

る
。

只
州

立

銀

行

は

此

の
機

關

に
其

の
螢

業

設
備

を

利
用

せ

し

め

、
其

の

理
事

會

を

共

通

に

す

る

の

で

あ

っ
て

、
之

に
射

し

て

は

一
定

の
報

償

を

得

る

が

、
其

の
額

は

ザ

ク

セ

ン
犬

蕨

省

が
決

定
す

る

の

で

あ

る

。省
文

ザ

ク

セ

ン
の
州
委
員

Q。
叶鎚
『
ざ

三
三
凶。。。・p
「
は
一兀
來
州

立
銀

行

の
監

督

に
當

っ
て

み

る
の

で
あ

る
が
、
同
時

に
此

の
機
關

の
監
督

に
も
當

b

、
此

の
機
關

の
監
事
會

の
議

長

は
州
委

員

に
依

っ
て
占

め
ら

れ
る
。
若

し
監
事

會

蜀

逸
中
小
工
業

金
融
機

關

と
し

て
の

一コ
合
舞
「冨
u・9
卑
津

第

三
十

二
巻

三
七
三

第

二
號

八
七



濁
逸
中
小

工
業

金
融
機
關

と
し
て

の
同コ
畠
二
卑
見
o宥
ゴ
暖
骨

第

三
十

二
巻

三
七
四

第

二
號

八
八

が
理
事
會
の
提
議
し
た
方
針
に
同
意
し
な
い
時

に
は
、
州
委
員
は
ザ
ク
セ
ン
大
藏
省
の
決
定
を
要
求
す
る
。
又
前

述
の
聖

信
袈

暑

竺

万
㎝
以
上
の
貸
付
に
就
い
て
讐

を
行
ぴ
、
理
事
會
が
決
定
す
・
の
で
あ
嘉

、
貸

付
金
額
+
万
㎝
以
去

も
の
は
州
委
員
の
同
意
姦

し
、
二
+
万
野

上
の
貸
付
は
ザ
ク
セ
ン
大
磐

の
回
虫忌
を

得

、
監

事

會

の
鑑

定

を

必
要

こ
す

る

。
此

の
外

州

委

員

は

此

の
機
關

の
抵

當

證

券

準

備

規

定

の
停

止

並

に
不

動
産

及

抵

當

證

券

の
組

織

的

償

還

を

監

督

す

る

の
特

灌

を
有

し

て

み

る
(第
+
六
條
)
。

如

斯

ザ

ク

セ

ン
當

局

は

抵

當
證

券

登

行

機

關

ご
直

接
密

接

な

關

係

を

有

し

、

機

關

の
損

失

補

填

の

責

任

を

負

ふ

ざ
共

に

、
他

方

機

關

の
純

益

か

ら

は

七

資

こ
封

ず

る
門門
エ
」
芝

弗

や
}砿
又
ナ

る
D

臥

、ふ
』
つ
鉦

、
毛

D
幾

局

D
丑
日
虎単
よ

ヅ

ク̀

セ

ン
H

血

艮
一丁
こ
反

)

〔
一丁
よ

七

I
I
.・・
'i

」一.・
「

=ノ
【
一
.'」
]
♂
-翫
r一

(

4
4ノ
ー

}

-工

(
希

仁お
(
」サt
看
=
々

.」

!

,

り

,,
一重

看

互
生

」
}
そ

を
舜

　
サ

き
ニし
ド　
ウ
　セ
しミ

ノ
つ　ニ
らの
しミ

コ
ド

　

ヒ
ロ
し　ジ
ロ

　

ト
　
コ

廿ハ
て

¢
催

遜

を

拒
陽

し

六
曜

飴

は

サ
ク

セ

ン
艸

に
断

[贋
詮9
る

の

で
あ

る
⊂

二

、
資

金

調

達

概

當

證

券

登

行

機

關

が

貸

付

に
要

す

る
資

金

の
調

達

は

抵

當

證

券

の
登

行

に
依

る

の

で

あ

っ

て

、

其

の
登

行

す

る
抵

當

證

券

に

は

『
ザ

ク

セ

ン
工
業

抵

當

證

券

』

り。
跨
ぽ
。。凶功∩
津

ぎ
費

し・三

①
℃
雪
乱
σ
膏

「
な

る
表

示

が

あ

り

、
無

記

名

で

あ

っ
て

、
而

も

其

の
所

持

人

に

は

解

約
告

知
権

が

輿

へ
ら

れ

て

る

な

い
。

此

の

抵

常

證

券

の

貨

幣
軍

位

は

猫

逸

國

の
貨

幣

輩

位

即

ち

ラ

イ

ビ

ス

マ
ル
ク

に
依

っ
て
表

は

さ
れ

る
の

み
な

ら

す

、

倫

外

國

に
於

て

も
責

出

が
出

来

る
様

に

外
国

の
貨

解
軍

位

例

へ
ば

弗

、

叉

は

純

金

で
表

示

す

る
事

が
許

さ
れ

て

み

る

(
第
五
條

第

三
箋

砦

響

馨

の
最
高
流
謡

は
最
初

一
九
二
五
年
の
葎

で
呈

千
面

差

め
ら
れ
て
る
た
が
、
後

エ

に

一
九

二
八

年

二
月

二
十

九

日
の
法
律

で
改

正

せ
ら

れ

、
七

千
五
百

万
恥
以
下

た
る
事
を

要
す

る
事

に
な

っ
た
。

抵
當
證
券

は
組
制
度

Q。
①
膏

・。差
件。
ヨ

に
依

っ
て
登
行

せ
ら

れ

る
が
、
其

の
組

の
組
成
方

法

は
、

一
定
額

迄
登
行

せ
ら
れ

た
抵
當
證
券

は
其
度

毎

に

一
つ
の
組

を
構
成
す

る
の

で
あ

っ
て
、
此

の
場
合
各
組

は
同

一
顧

た

る
事
を

要



し
な

い
。
其

の
外
祖

は
地
域

的
標

準
か
ら

、
例

へ
ば
商
業

會
議
所

匪

に
依

る
組
成

が
考

へ
ら
れ

、
更

に
叉

各
工
業

部
門

に
依

る
組

構
成

の
方

法

、
即

ち
或
種

の
工
業

、
例

へ
ば
機
械

工
業

が

一
組
を
作

っ
て
抵
當
證
券

を
螢
行
ず

る

事

も

あ
り
得

る
。
此

の
種

の
組

は
外
囲

で
非

常

に
關

心
を
有
す

る
工
業

部
門

の
抵
當

證
券

に
於

て
は
、
、外
国

で
容

易

に
其

の
販
路
を

見
出
す
事

が
出
來

る
が
、
然

し
景
気

の
憂
動
其
他

の
原

因

に
依

っ
て

一
様

に
影
響

を

受

け
て

、

其

の
種

の
工
業
部
門

を
し

て
再

び
立

つ
能

は
ざ
ら

し
む

る
虞

れ

が
あ

る
。
大

艦
各
種

の
工
業
部
門

が
集

っ
て
組
を

構
成

し
、
抵
當

證
券

を
螢
行
ず

る
場
合

に
は
危
険

の
分
散

が
行

は
れ
、

か

、
る
危
険

の
心

配
は
必
要

ど
し

な

い
。

如

斯

抵
當
證
券

は
組
制
度

に
依

っ
て
登
行

せ
ら
れ

る
が
、
各
組

は
夫

々
猫

立
し
て
固

有

の
償
還
積

立
金
を
有
し

、

之

を
組
積

立
金

ω
Φ
ユ
曾
「9
江
縄
。
ご
僻

し

て
み

る
。
此

の
組
積

立
金

は
夫

々
其

の
組

の
内
部

に
蔵

つ
弛
損
失

の
補

自
民
⊃

噛
R
口

あ

隔
)

し

p
)

)

【ご

'り

7
)

o

当
〔

～

こ
.̀
.坪

拷
.
σ
一
「

顔
三
,

次

に
抵
當

證
券

の
準
備

規
定

に
就

い
て
見

る
に
、
抵
當
證
券

の
流
通

に
弱

し
て
は
常

に
其

の
額

面
額

迄

、
そ

れ

ご
同
額

以
上

に
し

て
而

も
そ

れ

ご
同
額

以
上

の
牧

釜
を
擧
げ
得

べ
き
不
動
産

を
以

て
準
備

せ
ね
ば
な
ら

函
。
而

し

て
不

動
産

の
返
還

、
引
當
不

動
産

の
減

債
其
他

の
理
由

で
此

の
準
備

が
保

元
れ
な

く
な

っ
た
場

合
は
、
他

の
不

動

産

を
以

て
補
充

し
叉

は
そ

れ

に
相

當
す

る
抵
當

證
券
を

回
収

せ

ね
ば
な
ら

蹟
。
若
し
之

が
不
可
能

な

る
場

合

に
は

登
行

機
關

は
不
足

し
た
不
動
産

を
、
ザ

ク

セ

ン
州

の
債
券

、
土
地

改
良

地
代
銀
行

目
雪
号
玲
三
戸
耳
塞
ド
コ
σ
騨
莫

の

債
券

、
或

は
ザ

ク

セ

ン
州
立

銀
行

に
封
ず

る
債
権
叉

は
現
金
を
以

て
、

一
時
補
充

せ
ね
ば
な
ら

漁
ご
定

め
ら
れ

て

み

る
。
知
新
抵

當
證
券

は
嚴

密
な

る
準
備

を
要

求
せ
ら

れ
て
る

る
が
、
術
焚
行
機
關

は
抵
當
證
券

に
劃

し
て
其

の

総

財
産

、
受

信

者

に
饗
す

る
貸
付
債
権
及

追
納
金
債
権

Z
p
。訂
9
⊆
誘
♂
a
o
≡
=
σq

を
以

て
責

任
を
負

ひ

、

ザ
ク

セ

濁
逸
中
小
工
業
金
融
機
關
と
し
て
の
}巳
霧
三
霧
島
薮
[

第
ご
一十
二
巻

三
七
五

第
二
號

八
九



濁
逸
中
小
工
業
金
融
擬
闘
と
し
て
の
ぎ
告
岳
停二
〇巴
5
p
津

第
三
十
二
巻

三
七
六

第
二
號

九
〇

ン
州

は

更

に
登

行
機
關

の

総

債
務

に
謝

し

て

第

二
次
的

に

責
任

を
負

う

て
み

る
。

此

の
ザ

ク

セ

ン
州

の

保
護

Qo
5
四
誘
σq
彗
碧
仲δ

に
依

っ
て
抵

當
證
券

の
責

却

が
好
都
合

に
行

は

れ

る
の
み
な
ら
す

、
,抵
常
證
券

は

ミ
ン
デ

川
ヂ
ッ

ヘ
ル

言
言

α
①
巨
9
興

の
特
構

が
與

へ
ら

れ
、

且

ザ
ク

セ
ン
銀
行

し∩
跨
ゴ
。・誓

言

ごd
m
葺

及

ラ
イ

ヒ
ス
メ

ン
ク
に
封

ず

る
婚

保
能

力

目
。
ロ
　σ
母
農

巨
σq
パ
葺

を

附
興

せ
ら

れ

て
る

る
か
ら
、
之

に
依

っ
て
此

の
抵
當

證
券

の
濁
逸
國

内

に

於

け

る
貴

行

は
非
常

に
容

易

に
な

っ
て
み

お
。

、
抵
當
證
券

の
償
還
は
或

は
抽
籖

に
依

b
、
或

は
自

由
償
還

に
依

っ
て
行

は
れ

る
が
、
少

く

こ
も
其

の
常
時

の
償

還

資

金
の
五
〇
%

は
抽
籖

の
方

法

に
依
ら

ね
ば
な
ら

沁
。
此

償
還

に
向

け
ら

れ
る
資
金

は
貸

付

の
濟
崩
額

か
ら
生

じ
た
資

金
及

そ

の
利
子
を

以

て
充
當

せ
ら

れ

る
の

で
あ

っ
て
、
叉
前

述

の
如

く
抵
當
證
券

は
所
有
者

の
側

か
ら
は

解

約
告

知
権

を
有
し
な

い
の
で
あ

る
。

木

、
貸
付

抵

當
證
券

の
登
行

に
依

っ
て
得

ら
れ

セ
資
金

は
貸

付

に
向

け
ら

れ

る
の
で
あ

る
が
、
主

ご
し
て
ザ

グ
セ

ン
の
中

小
工
業

に
用

ひ
ら
れ

つ
、
あ

る
不

動
産

を
捲
保

ご
し

て
長
期

信
用
を
授

け

る
の
で
あ
る
。
そ

の
方

法

は
大
膿

一
般

の
不
動
産

抵
當
信
用

に
於

け

る
ご
同
様

で
あ

っ
て
、
貸

付

の
申
込

に
際

し
て
は
貸

付
を
受
け

ん
ビ
す

る
企
業

は
そ

の
商
業

登
記

簿
摘
要

、
即

ち
最

近

三

ケ
年
の
貸
借
対
照

表
並

に
損

益
計
算
書

、
樹

必
要
な

る
場
合

に

は
最
近

の
中
間
貸

借
醤
照

表

、
最
近

の
財
産
税
決
定
額

、
土
地
皇

帳
摘

要

、
資
産

明
細
書
、
火

災
保
険
謹
書

、
機

械

其
他
備

品

の
保
険
謹
書
等

を
添
付

せ
ね
ば
な
ら

粗
。
就

中
貸
付

を
受

け
ん

こ
す

る
者
は
そ

の
財
産

状
態
を

一
目

瞭
然

把
ら

し
む

る
駕

に
、

一
定

の
.用
紙

に
有

り

の
ま

、
を
書
込

む
事

を
要
す

る
。

貸
付

の
捲

保

は
工
業

及
商
業

に
使
用

せ
ら

れ

つ
㌦
あ

る
不
動
産

に
し

て
、
ザ

ク

セ

ン
に
存

在
す

る
も

の

に
限

ら



れ

て
る
る
。
其

土
地

ご
同

一
の
所
有

者

に
屡

し
、
且
経
濟

的

に
密

接
な

る
關
係
を
有
す

る
他

の
土
地

も
亦
貸
付

の
澹

,

保

ざ
す

る
事

が
出
来

、
建
物

の
場
合

に
於

て
も
亦

同
様

で
あ

る
(第
八
條
)
。
而
し

て
實
際

上
土
地

及
建
物

が
工
業

経

螢

に
濁

し

て
直
接
経

済

的

に
關

係

が
な

い
場

合

で
も

、
其

土
地

及
建
物

が
同

一
の
所
有
者

に
属

し
、
且
貸

付

が
企

業

経
螢

に
閲
す

る
場

合

に
は

、
其

土
地
及

建
物

も
亦
貸

付

の
捲

保

こ
し
て
取
扱

は
れ

て
る

る
。
抵
當
貸
付

の
割

合

は
法

規

に
依

っ
て
(第
八
條
第
二
項
)、
土
地

及
建
物

の
評

償
額

の
三
〇

%
を

超
過
す

る
を
得
な

い
ざ
せ
ら
れ

て
る
る
。

此

の
場

合
引
當
不

動
産

に
優

先
権

を
有
す

る
私
法
的
負

搬

も
考
慮

に
入
れ
ら
れ

る
の
で
あ

っ
て
、
其

の
詐
慣
額

は

抵
當

物

の
責

却
慣

額

に
依

る
ざ
同
時

に
、
其

の
収
益
償

値

に
依

っ
て
正
常

に
評
債

せ
ら
れ

る
。
初

め
州
會

鵡
提

出

士
ら

τ
之
芸
疑

こ
よ

、奇

手
長

詩
展
覧

よ
下

動
墾

.雫
質
頃

D
蝸

⊃
晒

£
ぜ
ら

τ
て
わ
に

ジ
、
一
⊃
形
戦

き
ら

ル
τ
三

1「
一
身
」-
盛
』ノフ
し

々

8■1一」4■ーコ
「顧
F
』

}
一/
一同日割
一五
.]一一ロ
イ
孝

(
r臥F
(

`
ノ
、1
"

)冠

,匂
「」
ヌ

引
(

`
,朝̀
・『
1

玄

"

圃

0

%
以
下

ざ

せ
ら
れ

だ
。然

し
實

際

に
於

て
は
此

の
最
高

限
度

は

一
度

も
守
ら
れ

た
事

は
な

い
の

で
あ

っ
て
、
常

時

不

動
産

抵
當

銀
行
及

他

の
不

動
産

信
用

機
關

の
貸

付
割

合
が
比
較

的
寛
大

で
あ

っ
た
事

が
其

の

一
因

で
あ

る
。
乍

併

工
業

上

の
不

動
産

抵
當
貸

付

は
他

の
不
動
産

抵
當
貸

付

ご
幾

分

其
趣

き
を
異

に
す

る
の

で
あ

っ
て
、
工
業

上

の

不

動
産

の
評
慣

決
定
は

困
難

に
し

て
、
危

瞼
傘

は
高

く
、
農
業

上

の
土
地

ご
異

り
牧

盆
は
土
地

の
大

小

に
比

例
し
な

い
巴
云

ふ
特

色
が
存
在

し

て
み

る
。
然

し
實

際

上
三

〇
%

の
最
高

限
度
は
嚴
格

に
過

ぎ

る
嫌

が
あ

っ
π

の
で
、

一

エ

九
二
九
年
二
月
二
十
九
日
の
法
律
に
依

っ
て
、
不
動
産
が
二
万
m
以
上
に
蓬
す
る
場
合
に
於
て
は
、
仕
事
場
こ
し

て
使
用
す
る
ご
共
に
住
宅
こ
し
て
利
用
し
つ
、
あ
る
土
地
に
濁
し
て
、
引
當
不
動
産

に
優
先
す
る
私
注
的
負
憺
を

算
入
し
て
、
詐
慣
額
の
五
〇
%
迄
貸
付
け
ら
る
、
事
こ
な

つ
把
。
從

っ
て
評
償
額
の
三
〇
%
以
下
ざ
す
る
規
定
は

實
際
上
麺
麭
製
造
業
、
指
物
職
等
の
小
工
業
に
於
て
の
み
問
題
ご
な
る
に
至
つ
把
。

掲
逸
中

小
工
業

金
融
機
關

と
し

て
の

H乱
臣
旦
①m
6プ
鑑
骨

第

三
十

二
巻

三
七
七

第

二
號

九

一



濁
逸
中
小
工
業
金
融
機
關

と
し
て
の
目
白
岳
三
窪
。げ
p「師

弟

三
十
二
巻

三
七
八

第
二
號

九
二

許
容

せ
ら
れ
だ
貸
付

は
登
行
機
關

の
選
揮

に
依

っ
て
現
金

で
交

付

せ
ら

れ

る
か

、
又
は
額
面
償

格

に
依

っ
て
抵

當
證
券

で
交
付

せ
ら

れ

る
。
從

っ
て
抵
當

證
券

の
換
慣

は
登
行

機
關

に
依

っ
て
受
信
者

の
負
謄

に
於

て
な

さ
れ

る

か
、
又

は
直
接
受
信

者

に
依

っ
て
行
は

れ

る
。
従
来

螢
行
機

關

は
前
者

の
方

法
を
探

り
、
受
信
者

を
し

て
正
貨
打

歩
U
【。・騨
σq
団。
註
八
、
及

登
行
費
用

を
負
推

せ
し

め
た
の

で
あ

る
。
貸
付

は
不
動
産

抵
當

の
濟
崩
償
還
貸

付

目
出
げq
琶
㈹
㌣

号

ユ
①
言
口

の
形
式

に
依

っ
て
な

さ
れ
、
原

則

こ
し

て

登
行
機
關

の
側

で
は
非

解
約
的

弓
臣

民
σ
p
「

で
あ

る
が
、

併

し
業

務

規
定

に
明

文
を

以
て
規

定
し
た

る
場

合

に
於

て
は
、

登
行

機
関

は
解
約
告

知
灌

囚
雪
山
蒔
毒

噸
・2
犀

を

行
使
す

る
事

が
出
家

る
。
即
ち

、

一
、
貸

付
承

諾

の
後

に
債
務

者

の
記
載
事

項

、
或

は
不

動
産

の
抵
當
貸
付

の
基

ε
な

る
べ
き
債

務
者

の
報
告

横

猿

に
本

質

的
不

正

の
存
在
す

る
事

を
登

見
し

た

る
場
合

二
、
債
務
者

が
催

告

に
も
拘

ら
す
所
定

の
期
間
中

に
、
其

の
契

約
上

の
義

務
を
雇

行

せ
ざ

る
場

合

三

、
登
行
機
關

の
同
意
な

く
し

て
抵
當

の
目
的
物

た

る

不

動
産

の
分
割

(♪
σ
庁蚕
三
彗
㈹
)
が
企

て
ら

れ
、
.或

は

そ

の
他

の
土
地

の
負

謄

に
法
律

上
優
先
す

る
権
利

が
、
契
約

に
依

っ
て
不

動
産

に
加

へ
ら

れ
た
場

合

四
、
抵
當
不
動
産

の
取
得
者

が
譲
渡
者

こ
の
契
約

に
依

っ
て
債
務

を
引
縫

が
ざ

る
場

合

五

、
抵
當
不
動
産

の
譲
渡

が
民

法
第

四
百
十
六
條

所
定

の
通
知
即

ち
登
行
機
關

が
取
得

者
(譲
受
人
)
を
人
的
債
務

者

ざ
看
做

し
得

る
に
必
要

な

る
通
知
を
怠

た

る
場
合
或

は
登
行
機

關

が
債
務

引
受

に
同
意
を

與

へ
な

か

っ
た
場

合

六

、
貸

付

の
辮
濟

に
際
し

て
、
存
在
す

る
規

則
正
し
き
保
険

が
期

限
満
了

ご
な
り
、
而

も
更
新

せ
ら

れ
ざ

る
場

合

、
或
は
機
關

の
督
促

に
も
拘

ら
す
支
彿
期

に
あ
る
保
険

料
を
彿

込
ま
ざ

る
場

合



七

、
債
務
者

が
其

の
財
産

を
喪
失

し

、
殊

に
業
務

監
督
叉

は
破

産
宣
告

に
階

つ
た
場
合

、
或

は
引

當
不
動
産

の

強
制
管

理
又

は
強
制

競
責

を
命

せ
ら
れ
た

る
場
合

八
、
不

動
産

の
僧

位

に
本
質

的
關
係
を

有
す

る
機
械
叉

は
其
他

の
附

属
物

が
喪
失

、
憂
化
し
、
或

は
不

動
産

か

ら
分
離

せ
ら
れ

、
而

も
之

ご
同

値
値

の
も

の
が
据
付

け
ら

れ
ざ

る
場

合

、
或

は
負
憺

不
動
産

が
喪
失

し
、
而

も
直

ち

に
之

が
代
物

に
依

っ
て
補
填

せ
ら
れ
ざ

る
場
合

、
或

は
叉
不
動
産

の
慣
値

が

二
〇
%
以

上
も
減

少

し
、
而

も
債

務

者

が
他

の
方

法

に
依

っ
て
、
特

に
副
抵
當

に
依

っ
て
適

當
な

る
補

償
を
な

さ
ざ

る
場
合

九

、
其

他

、
債

務
謹
書

に
明
文
を

以
て
記

せ
ら
れ

π
場
合

受

信
者

は
之

に
反
し

て

一
般

に
何
時

で
も
三

ヶ
月
前

の
解
約
告

知
を

21

て
次

の
年

賦
漏
期
限

に
於

て
其

の
債

務

)
卜
」解
く

よ

一
躍

8
愛
テ
幾
筒

こ
区
量
ポ
〆る
巨
r
いP
島
摂

5
0
冒

も
延
宝
、
D
辰
星
丞
よ
匹
舌
登
撃
・D
頁
ド町
頁

『
凌
[ご
よ

`
.「メ一一土
F
7
ノ
セ

一
,
F
る

考
オ
お
日
繹
セ
・・ユ
翠
訊
一

,
一ζ6
】ス
し
ト
フノ
、'

一h

,,
　、
ノゴ
ノ̀

ミ
ス
「▼ス
}
士丁
零
一三R
4
ク
`
暑

羽
釜
　ス
曳
」
一げ
ブ
.

し
得

る
が
、
然

し
其

の
抵
當
證
券

は
受
信
者

が
貸

付
を

受
け
π

る

と
同
じ
組

の
債
券

で
あ

る
事
を

要
す

る
。
叉

受

信
者

は
抵
當
證
券

に
代

へ
て
、
機
關

の
同

意

に
依

っ
て
現
金
を
以

て
返

還
す

る
事

も
出
来

る
。
然

し
爽
行

機
關

の

側

か
ら
現
金

に
依

る
返
還
を
要

求
す

る
事

は
出
來

な

い
の

で
あ

る
。

受

信
者

の
義
務

こ
し

て
は
先

づ
貸
付

に
際
し

て

一
度

限
b

の
費

用
額

が
差

引

か
れ

る
。
之

に
依

っ
て
楼
行
機

關

は
貸

付
申

込

、
抵
當
謹
書

の
製
造

、
貸
付
交

付
及
抵
當

證
券

の
換
償
等

に
要
す

る
凡
て

の
實
費

を
補

ふ
の
で
あ

る

次

に
受
信

者
は
其

の
貸
付

に
饗
し

で
利
子

、
元

金
濟

崩
額

日
毒

F三
σq
・・雲

Φ
及

一
定

の
危
険
割

増
金
を

定
額

宇

ケ
年

賦
額

ご
し

て
登
行
機
關

に
支
携

は

ね
ば
な

ら

煎
。
危
険

割
増
金

は
從

家
常

に
貸
付
額

面

の
年

々

砺
%

で
あ

っ
て

、

之

は
各
組

に
於

て
構

成

せ
ら

れ
て
み

る
組
積

立
金

に
組

入
れ
ら
れ

る
。
組
積

立

金
が
組
資

本
額

の
五

%

に
達

し

把

濁
逸
中
小
工
業
金
融
機
關
と
し
て
の
ぎ
o
霧
三
島
9
簿
P

第
三
+
二
巻

三
七
九

第
二
號

九
三



蜀
逸
中
小
工
業
金
融
機
關
と
し
て
の
Hコ含
4
H冨
u島
p津

第
三
十
二
巻

三
八
○

第
二
號

九
四

な
ら
ば

、
鯨

剰
額
は
組

の
償

却
基

金

に
向

け
ら

れ
る
の

で
あ

る
。
元

金
濟
崩
額

は

一
般

に
貸
付

が
二
十

箇
年

に
完

済

せ
ら

れ

る
様

に
計
算

せ
ら

れ

る
の
で
あ

っ
て

、
定
額

年

ヶ
年
賦
額

は
最

初

の
貸
付
額

に
基

い
て
計
算

せ
ら

れ
る

か
ら

、
其

の
後

時
の
経

過

ご
共

に
元
金

は
済

崩
し

に
依

っ
て
漸
減
す

る
が
、
毎

年

の
濟
崩

額
は

一
標

で
あ
る
。
從

っ
て
之

に
依

っ
て
貯
蓄

せ
ら
れ

把

る
利
子

は
元

金
濟
崩

の
増
額

に
向

け
ら
れ

る
。
規

則
正
し
き
濟
崩

給
付

に
依

っ

て
最

初

の
貸
付
額

の

一
〇
%

が
支
彿

は

れ
た
な
ら
ば

、
受
信
者

は
そ
れ

に
相
當
す

る
額

の
引
當
不
動
産

の
返
還
を

請
求
す

る
事

が
出
來

る
。
か
一
し

て
不
動
産

が
返
還

せ
ら
れ

て
も
年

々
の
給
付

に
は
何
等

攣

h
・
が
な

い
の
で
あ

る

夏

に
受

信
者

の
義
務

こ
し

て
は
前

二
者

の
外

に
、
不

正
確
な

る
償

還

に
謝

し

て
は
延
滞
料

く
巽
N
轟
轟
藷
6算

額

を

徴
牧

せ
ら
れ

る
の
み
な

ら
す

、
後

述

の
如

く
迎
帯
責
任

を
以

て
機
關

の
損
失

を
保
護
し

て
み
る
。
之
等

に
關

し
て

は

(連
帯
責
任
の
場
合
を
除
く
)
法
規

に

は
明
文

が
な

い
の
で
あ

っ
て
、
理
事

曾

は
駈
事

會

の
同
意

に
依

っ
て
、
其

の
時

々
の
状
態

に
相
癒

し
た

る
方
針
を

決
定
す

る
の

で
あ

る
。

へ
、
純

益

の
分
配

登
行
機
関

の
活
動

に
依

っ
て
生

じ
た

る
年
度
貸

借
封
照

表

に
明
示

せ
ら
れ
陀
純

益

は
次

の

　

順

序

に
從

っ
て
分

配

せ

ら

れ

る

。

一
先

づ
純

益

の

二

五

%

は

、

一
般

積

立

金

巴
一σq
・
日
。
営
①
葬

莫

一鎖
σq
。

が

抵

當

證

券
流
通
懇

の
二
。
%
錘

す
る
警

に
組
入
れ
る
・
ゴ
而
し
て
ザ
ク
セ
ン
州
の
出
糞

萎

百
幽

に
謝
し
て
・

く

コ
　

ラ
イ

ヒ

ス
バ

ン
ク

の
孕

均
割

引
率

ご
同

一
の
高

さ
迄
利
子

の
支

彿
を

せ
ね
ば
な
ら

鳳
。
三
其

の
獲
額

は
濟

崩
償
還

く

の
増
加

に
、
或

は
其
他

受
信
者

の
利
益

の
爲

め
に
用

ひ
ら
れ

る
の
で
あ

っ
て
、
此

の
鮎

に
於

て
此

の
機

關

の
共
益

的
特
質

が
現
は
れ

て
る

る
。

卜
、
損

失
補
償

最

も
興
味

あ

る
は
損
失

補
償

に
関
す

る
規

定

で
あ

っ
て
、
螢
行
機
關

の
損
失

は
次

の
方

法

に



依

り

て
補

償

せ
ら

れ

る
。
帥
ち

、

一
、

一
の
組

の
内

部

に
起

つ
た
損

失

は
先

づ
組
積

立
金

の
資

金

が
向
け

ら
れ

る
。

二
、
組
積

立

金
で
不
十

分

で
あ

る
か
、
叉
は
登

行
機
關

が

一
般

的

の
重
大
な

る
損
失

を
招

い
陀
場
合

に
は

、

一

般
積

立
金

の
資

金
を
以

て
損
失

を
補
償
す

る
。

三

、
組
積

立

企
及

一
般
積

立
金
を
以

て
補
充
し

て
も
術

不
足
す

る
が
如
き
損
失

を
受
け
把
場
合

に
は
、
受
信
者

自

ら

が
其

の
責
任
を
負

ふ

の

で
あ

っ
て
、
受
信

者

は
彼

の
債
務
額

の
外

に
、
彼
等

が
受

入
れ

た

る
貸
付
額

の

一
〇

%

を

限
度

ざ
し

て
、

同
じ
組

に
属

す

る

受
信

者

が
連
帯
責
任

を
以

て
、
其

の
組

か
ら
生

じ
た

る
登
行

機
關

の
債

務
を

補
償

せ
ね
ば
な

ら

澱

(第
九
條
)。

如

勘

受
信
者

が
曇
行
機
關

の
債
務

に
罫

し

て
、
有

限
的

に
連
帯
責
任

を
負

ふ
事

も
亦

、
此

の
機
関

の
共

益
的
特
質

を
如

賃

に
表
は
し

π
も
の

こ
云

ふ
事

が
出
来

2一
で
あ
ら
う
。
叉
特

に
注
意

す

べ
き

は
受
信
者

が
缺
損

額

を
補
填

す

る
場
合

に
、
受
信
者

が
直
接

現
金
の
彿

込

を
す

る
の

で
な

く
、
同

じ
組
内

に
於

け

る
償

還
作
用

の
停

止

に
依

っ
て
行

は
れ

る
の
で
あ

る

(第
二
+
條
)。
部
ち
受

信
者

が
既

に
梯

込
ん
だ
割
賦

償

還
を
中

止

し
て

、
之
を

現
金
沸

込

に
代

へ
る
の

で
あ

っ
て
、
再・ハ信
者

は
そ
れ
だ
け
期
限

が
延

長

せ
ら
れ

る
事

ご
な

る

。四
、
損
失

が
上
述

の
資
金
及
受
信

者

の

一
〇
%

の
責
任
額

を
以

て
補

償
し
て
も
伺
充
足
し
得
ざ

る
場

合

に
は

、

登
行
機
關

の
資

本
金
を

以

て
之

に
充
當
す

る
。

五
、
最
後

に
ザ

ク

セ

ン
国
庫

が
損
失
を
補

償
す

る
の

で
あ

る
。

チ

、
清
算

登
行
機
關

が
清
算

す

る
場
合

に
は

、
清
算

手
纏

及
残

存
業

務

の
完
了

は
ザ

ク

セ

ン
州

立
銀
行

に
依

濁

逸

中
小

工
㎝栗
金
融
機

關

と
し

て
の

一コ
〔玉
出
「[窪
。ゴ
鑑
[

第

=
一十

二
巻

三
八

一

第

二
號

九

五
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猫
逸
中
小
工
業
金
融
機
關
と
し
て
の
岡三
=初寒
鐸

葺

第
一二
+
二
巷

三
八
二

第
二
號

九
六

っ
て
行

は
れ

る
。
先

づ
抵
當

證
券

を

償
還
し

、
登

行
機
關

の
そ

の
他

の
債
務

を
辨
済

し
、
而
し

て
ザ

ク

セ

ン
州

の

出
資

金
を

返
還
す

る
。
更

に
術
淺
除

が
あ

る
場
合

に
は
共

益
的
性

質
を
有

す

る
同
様
な

る
目
的

に
利
用

す

る
爲

め

鋤

に

ザ

ク

セ

ン

州

に

鰭

属

す

る

の

で

あ

る

(
第

二
+

一
條
)
(
註
九
)
。

(
註
八
)

望
・。"収
。
正
貨
打
歩
は

}
屯
。
證
券
打
歩
に
謝
し
て
用

ひ
ら
れ
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
證
券
が
額
面
債
格
以
上
で
取
引
せ
ら
る
エ
場
合
に
、

其

の
取
引
償
格
と
額
面
償
格
と
の
差
を
證
券
打
歩

〉
四
「。

と
幕
し
、
叉
反
封

に
證
券

が
額
面
優
格
以
下
で
取
引
せ
ら
る
工
場
合
に
、

其
の
取
引
慣

格

と
額
面
慣
格

と
の
差
を
正
貨
打
歩

O
…の.
咀
。

と
云

ふ
。
從

っ
て
銀
行
が
額
面
償
格
以
上
で
債
券
を
登
行

し
た
場
合

に
は
、
銀
行
は

》
咀
O
を
利

し
、
額
面
慣
格
以
上
で
債
券
を
買
戻
し
た
場
合

に
は
、
銀
行
は

〉
憩
…。
を
失

ふ
。

叉
銀
行
が
額
面
便
格
以
下
で
債
券
を
鞍
行
し
た
場
合
に
は
、
銀

行
は

望
雛
、咀
。
を
損
す
る
が
、
銀
行
が
額
面
債
柊
以
下
で
買
戻
し
た
場
合
に
は

じ
引
義
【。
を
利
す
る
こ
と

ム
な
る
。
此

の
…場
合
抵
當
證
券
登
行
機

關
は
債
券
を
額
面
償
格
以
下
酒
登
行
す
る
か
ら
、
正
貨
打
歩
を
損
す
る
事
に
な
る
が
、
機
行
機
關
は
此

の

U
【貫
駐
。

の
損
失
を

受
信
者
を
し
て
貢

擢
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
如
斯
債
務
者
は

U
一・,。
咀
。
を
員
撫
す
る
が
、

然
し
債
務
者
は
額
面
償
格
以
下
で
取
引
せ
ら
る
玉
抵
當
證
券
を
以

て
其

の

霧

を
慧

ず
る
な
ら
ば
・
霧

者
は

爵

一.
を
利
若

こ
と
奮

來
㌔

(
註
九
)

ザ
ク
セ
ン
抵
當
證
券
螢
行
機
關
は
相
當
大
な
る
實
蹟
を
示
し
て
み
る
が
、
之
が
實
蹟
は
他
の
機
會

に
譲
ら
ざ
る
を

得
な

い
の
を
遺
憾

と

す
る
。
術
後
述

の
私
法
的
機
關
に
於

て
も
同
様

に
其

の
實
蹟
に
就

い
て
は
省
略
す
る
。
之
等
に
関
し
て
は
何
れ
大
阪
商
科
大
學
経
済
研
究
所

の
「
経

済
時
報
」
に
於

て
嬰
表
し
た

い
と
考
べ

て
る
る
か
ら
、
就

い
て
参
照
せ
ら
れ
た

い
g
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